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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 消費税等の課税取引については、消費税等を含んでおりません。 
２ 上記の比率は以下の算式により算出しております。 

３ 平成15年３月期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関
する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 
４ 平成14年３月期及び平成15年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当期純損失が計上されているた
め、記載しておりません。 
５ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

連結会計年度 

自平成13年４月１日 
至平成14年３月31日 

自平成14年４月１日

至平成15年３月31日 
自平成15年４月１日

至平成16年３月31日 
自平成16年４月１日 
至平成17年３月31日 

自平成17年４月１日

至平成18年３月31日 

(平成14年３月期) (平成15年３月期) (平成16年３月期) (平成17年３月期) (平成18年３月期)

営業収益 (百万円) 10,689 9,565 19,561 21,734 27,569 

純営業収益 (百万円) 10,519 9,442 19,429 21,538 27,383 

経常利益 
又は経常損失(△) 

(百万円) △2,947 △3,476 4,671 5,477 9,855

当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(百万円) △3,577 △4,112 4,596 4,967 5,757

純資産額 (百万円) 33,309 28,268 32,520 35,591 40,571 

総資産額 (百万円) 47,358 39,096 61,406 62,669 88,736 

１株当たり純資産額 (円) 688.03 597.04 708.83 759.64 858.11 

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △69.91 △85.62 101.07 107.14 122.64

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― 100.37 105.14 120.75

自己資本比率 (％) 70.3 72.3 53.0 56.8 45.7 

自己資本利益率 (％) △9.9 △13.4 15.1 14.6 15.1 

株価収益率 (倍) ― ― 7.2 10.5 18.5 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 16,794 △2,769 180 2,375 3,861

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 664 224 516 △132 △2,289

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,515 △1,517 △433 △1,239 △1,287

現金及び現金同等物の 
期末残高 

(百万円) 16,363 12,295 12,551 13,559 13,850

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕 

(名) 
736 
〔56〕

714
〔64〕

698
〔70〕

821 
〔86〕

883
〔83〕

・自己資本比率 ＝  
資本合計 

× 100(％)
負債・資本合計 

  

・自己資本利益率 ＝  
当期純利益

× 100(％)
(前期末資本合計＋当期末資本合計)÷２



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 消費税等の課税取引については、消費税等を含んでおりません。 

２ 第64期の１株当たり配当額100円（１株当たり中間配当額15円）には、設立55周年記念配当55円を含んでおります。 

３ 上記の比率は以下の算式により算出しております。 

・自己資本規制比率は証券取引法に基づき、決算数値を基に算出したものであります。 

４ 第61期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

５ 第60期及び第61期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当期純損失が計上されているため、記載しており

ません。 

６ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

営業収益 
(うち受入手数料) 

(百万円) 
10,508 
(9,286)

9,421
(8,716)

18,886
(16,001)

20,930 
(18,888)

26,485
(23,819)

純営業収益 (百万円) 10,341 9,298 18,754 20,734 26,299 

経常利益 
又は経常損失(△) 

(百万円) △2,867 △3,360 4,676 5,363 9,527

当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(百万円) △3,612 △3,994 4,602 4,711 5,492

資本金 (百万円) 14,495 14,495 14,495 14,548 14,555 

発行済株式総数 (千株) 51,761 51,419 47,619 47,986 48,036 

純資産額 (百万円) 33,304 28,398 32,657 35,472 40,187 

総資産額 (百万円) 47,154 39,040 61,356 62,350 88,085 

１株当たり純資産額 (円) 687.92 599.79 711.80 757.09 849.98 

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 

3.00 

(―)

3.00

(―)

20.00

(―)

30.00 

( 14.00)

100.00

( 15.00)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △70.60 △83.18 101.21 101.62 117.00

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― 100.51 99.72 115.20

自己資本(株主資本)比率 (％) 70.6 72.7 53.2 56.9 45.6 

自己資本(株主資本) 
利益率 

(％) △9.8 △12.9 15.1 13.8 14.5

株価収益率 (倍) ― ― 7.2 11.1 19.4 

配当性向 (％) ― ― 19.8 29.5 85.5 

株主資本配当率 (％) 0.41 0.50 2.8 3.9 11.8 

自己資本規制比率 (％) 562.8 511.4 550.2 584.0 540.3 

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者
数〕 

(名) 
697 
〔36〕

673
〔40〕

665
〔51〕

777 
〔71〕

834
〔72〕

・自己資本(株主資本)比率 ＝  
資本合計 

 × 100(％) 
負債・資本合計 

・自己資本(株主資本)利益率 ＝ 
当期純利益 

 × 100(％) 
(前期末資本合計＋当期末資本合計)÷２

・株主資本配当率＝ 
配当金総額 

 × 100(％)   
資本合計 



２ 【沿革】 

提出会社は、昭和19年５月29日、証券業大森商店(代表者 大森陳太)、証券業赤坂商店(代表者 赤坂福太郎)、証

券業髙清商店(代表者 髙木清太郎)の３店が合併し、大阪市東区(現中央区)に三栄証券株式会社として、資本金50万

円で設立されました。設立後の沿革の概要は次のとおりであります。 

  

年月 概要 

昭和23年10月 証券取引法に基づく証券業者としての登録を受ける。 

  24年４月 大阪証券取引所(現・株式会社大阪証券取引所)の正会員となる。 

  25年８月 一吉証券株式会社に商号を変更する。 

  37年12月 

  

一吉不動産株式会社(平成11年６月、いちよしビジネスサービス株式会社に商号変更(現・連結子

会社))を設立する。 

  43年４月 改正証券取引法に基づく証券業の免許を受ける。 

  46年10月 東京証券取引所(現・株式会社東京証券取引所)の正会員となる。 

  58年10月 御坊阪本証券株式会社を吸収合併する。 

  61年６月 資本金を35億45百万円に増資し、総合証券となる。 

  61年10月 一吉投資顧問株式会社を設立し、調査部門を分離独立する。 

  61年11月 香港駐在員事務所を現地法人化して、一吉国際(香港)有限公司(現・連結子会社)を設立する。 

  62年５月 

  

株式会社一吉調査センター(平成２年４月、株式会社一吉証券経済研究所に商号変更)を設立し、

一吉投資顧問株式会社の調査部門を同社に移管する。 

  63年４月 日本銀行との当座預金取引を開始する。 

  63年５月 国債元利金支払取扱店の承認を日本銀行から受ける。 

  63年11月 名古屋証券取引所(現・株式会社名古屋証券取引所)の正会員となる。 

平成元年３月 日本銀行との手形貸付取引の承認を受ける。 

  元年４月 東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第二部に上場する。 

  ２年３月 

  

株式会社一吉ファイナンス(平成５年５月、株式会社一吉エンタープライズに商号変更)を設立す

る。 

  ４年４月 

  

シンガポール駐在員事務所を現地法人化して、イチヨシ マーチャント バンク シンガポール リ

ミテッドを設立する。 

  ４年５月 

  

  

インドネシアの総合証券会社に資本参加し、社名をピー ティー イチヨシ アルファ セキュリテ

ィーズ(平成11年４月、ピー ティー イチヨシ セキュリティーズ インドネシアに社名変更)とす

る。 

  10年12月 改正証券取引法に基づく証券会社として登録。 

  11年１月 抵当証券業の規則等に関する法律に基づく抵当証券業の登録を受ける。 

  12年３月 株式会社一吉エンタープライズを清算する。 

  12年７月 「一吉証券株式会社」から「いちよし証券株式会社」に商号変更する。 

  12年７月 本店を東京都中央区に移転する。 

  12年７月 「一吉投資顧問株式会社」から「いちよし投資顧問株式会社」に商号変更する。 

  12年７月 「株式会社一吉証券経済研究所」から「株式会社いちよし経済研究所」に商号変更する。 

  12年12月 いちよし投資顧問株式会社を連結子会社とする。 

  12年12月 

  13年12月 

株式会社いちよし経済研究所を連結子会社とする。 

ピー ティー イチヨシ セキュリティーズ インドネシアを連結子会社から除外とする。 

  14年４月 抵当証券の販売の媒介等の業務を廃止する。 

  14年８月 イチヨシ マーチャント バンク シンガポール リミテッドを清算する。 

  15年６月 

  18年３月 

18年３月末現在 

提出会社が委員会等設置会社へ移行する。 

東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第一部銘柄に指定される。 

連結子会社数は４社。提出会社の店舗数は31店である。 



３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社及び当社の関係会社４社(連結子会社４社)で構成され、主たる事業は、証券業を中核とする

投資・金融サービス業を展開しております。 

当社の具体的業務は、有価証券の売買等及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募

集、売出し及び私募の取扱い、その他の証券業を営んでおり、お客様の資金運用と調達双方のニーズに対応したサー

ビスを提供しております。 

また、当社の関係会社は当社の業務に関連して、「株式会社いちよし経済研究所」は中小型成長企業の株式に係る

調査・情報収集及びＩＲコンサルティング業務の受託、「いちよし投資顧問株式会社」は投資助言業務及び投資一任

業務を通じたアセット・マネジメント業務、「いちよしビジネスサービス株式会社」は当社グループにおける周辺業

務の事務代行サービス、不動産賃貸・仲介・管理業、事務用品等の販売及び証券仲介業、「一吉国際（香港）有限公

司」は有価証券の売買等及び売買等の委託の媒介をそれぞれ行っております。 

  

 

  

なお、「株式会社いちよし経済研究所」がＩＲコンサルティング部門であるＩＲ室を分離・独立させ、新たに「株

式会社いちよしＩＲ研究所」を設立することに伴い、平成18年４月28日開催の当社取締役会において、当社が全額出

資することを決議いたしました。（設立は平成18年７月を予定） 

  



４ 【関係会社の状況】 
  

(注) １ 議決権の所有割合の( )内は間接所有で内数表示しております。 

２ 特定子会社であります。 

３ 上記の各社は有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(平成18年３月31日現在) 

(注) １ 当社グループは主に、投資・金融サービス業という事業セグメントに属しており、全連結会社の従業員数の合計を記載し

ております。 

２ 従業員数は就業人員であり、〔 〕内は年間の平均臨時雇用者数を外書きしております。 

３ 従業員数は、契約社員（125名）及び歩合外務員（18名）を含め、執行役員（１名）、顧問（４名）及び嘱託（３名）を

除いております。また、臨時雇用者には、アルバイト及びパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。 

  

(2) 提出会社の状況 

(平成18年３月31日現在) 

(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除いた就業人員であります。 

２ 従業員数は就業人員であり、〔 〕内は年間の平均臨時雇用者数を外書きしております。 

３ 従業員数は、契約社員（117名）及び歩合外務員（18名）を含め、顧問（４名）及び嘱託（２名）を除いております。ま

た、臨時雇用者には、アルバイト及びパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。 

４ 平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

５ 平均年間給与は、契約社員（117名）及び歩合外務員（18名）分を含んでおりません。 

  

(3) 労働組合の状況 

いちよし証券従業員組合は経済生活の向上と労働条件の改善のため、昭和44年７月30日に結成されました。当組

合は当社グループの職員のみをもって組織する単一組合であり、外部上部団体には所属しておりません。現在、各

社とも労使関係は終始円満に推移しており、労使関係については特に記載すべき事項はありません。 

名称 住所 資本金又は 
出資金 

主要な事業
の内容 

議決権の
所有(被所有)割合 

関係内容 
所有割合
(％) 

被所有割合
(％) 

(連結子会社)      

株式会社 
いちよし経済研究所 東京都中央区 20百万円 情報サービス業 85.0

(12.5)
―

調査・情報収集の受託 
役員の兼任 ４名 
提出会社から建物の賃借 

いちよし投資顧問 
株式会社 東京都中央区 400百万円 投資顧問業 94.4

(3.8)
―

投資顧問業務における有価証
券の売買等の取引 
役員の兼任 ２名 

いちよしビジネス 
サービス株式会社 東京都中央区 240百万円 

不動産賃貸・仲
介・管理業、事
務用品等販売業
及び証券仲介業 

100.0 ―

当社グループの事務代行及び
事務用品等販売業 
役員の兼任 ２名、転籍１名 
提出会社からの資金借入・提
出会社との建物の賃貸借 

一吉国際(香港)有限公司 
(注２) 

中華人民共和国
(香港) 1,500百万円 証券業 100.0 ―

有価証券の売買等及び売買等
の委託の媒介 
役員の兼任 ２名 

  従業員数(名) 

連結会社合計 883〔83〕 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

834〔72〕 39.0 9.1 7,632,409 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績の状況 

当連結会計年度のわが国経済は、好調な企業収益を背景とした設備投資の増加とともに、雇用環境、所得水準が

改善し、個人消費も堅調な推移を見せ、景気は順調に回復しております。 

株式市場は、前半は、米国の景気先行き懸念等に伴い軟調なスタートを切りました。８月以降は、政府や日銀に

よる「景気の踊り場脱却宣言」を契機に国内景気回復期待が高まり、株価は堅調に推移し、日経平均株価は５年７

ヶ月ぶりに１万7,000円台を回復し、上昇基調に転じ期末を迎えました。 

当連結会計年度における東証一日平均売買代金は前連結会計年度比168.7％の２兆4,034億円、ジャスダック銘柄

の一日平均売買代金は同179.2％の1,003億円となり、ともに前年同期の水準を大幅に上回りました。 

こうした環境の中、当社は、マーケット環境の変化に柔軟に対応した投資アドバイスに努め、当社の強みである

中小型成長株を中心としたエクイティ営業及び株式投信の募集に注力いたしました。また、中堅・ベンチャー企業

の多様化したニーズに応えるべく引受業務、保険募集業務などに取り組んでまいりました。 

その結果、純営業収益は前連結会計年度比127.1％の273億83百万円となりました。 

販売費・一般管理費は同109.2％の175億98百万円となり、経常利益は同179.9％の98億55百万円となりました。ま

た、当連結会計年度末の預り資産は、前連結会計年度比138.0％の１兆9,740億円となりました。 

内訳につきましては以下のとおりであります。 

① 受入手数料 

受入手数料の合計は前連結会計年度比127.7％の244億81百万円となりました。 

  

  委託手数料： 

株券の委託手数料合計は前連結会計年度比116.4％の133億46百万円となりました。 

このうち、株券の委託手数料に占める中小型株式（東証２部、大証２部、マザーズ、ヘラクレス、ジャスダッ

ク）の割合は35.9％となりました。 

  

  平成17年３月期(百万円) 平成18年３月期(百万円) 

受入手数料 19,177 24,481 

委託手数料 11,495 13,370 

引受け・売出し手数料 936 1,028 

募集・売出しの取扱手数料 3,449 5,097 

その他 3,297 4,984 



    引受け・売出し手数料： 

発行市場では、主幹事２社を含む新規公開企業28社の幹事・引受シ団に加入（前連結会計年度は、主幹事３社を

含む新規公開企業41社の幹事・引受シ団に加入）いたしました。既公開企業の公募・売出しに関しては主幹事２社

を含む33社（前連結会計年度は52社）の幹事または引受シ団への参入となりました。 

この結果、株券及び債券の引受け・売出し手数料合計は前連結会計年度比109.9％の10億28百万円となりまし

た。 

また、当連結会計年度末における累計引受社数は743社（うち主幹事23社）となりました。 

    募集・売出しの取扱手数料： 

毎月分配型ファンドを中心に販売した投資信託に係る手数料が前連結会計年度比151.9％の50億68百万円と増加

し、募集・売出しの取扱手数料の合計は同147.8%の50億97百万円となりました。 

    その他の受入手数料： 

その他の受入手数料は、投資信託の当連結会計年度末の預り残高が前連結会計年度比137.7％の7,540億円と増加

したことにより、信託報酬が同141.8％の41億78百万円となり、これに事業者保険及び公開支援等の手数料が加わ

り、同151.2％の49億84百万円となりました。 

  

② トレーディング損益 

  

株券等のトレーディング損益は、前連結会計年度比167.4％の13億98百万円の利益となりましたが、債券・為替

等は、外国債券の販売が減少したことにより、同78.0%の４億99百万円の利益となりました。その結果、トレーデ

ィング損益合計では同128.6％の18億97百万円の利益となりました。 

  

③ 金融収支 

金融収益は、信用取引貸付金の増加により前連結会計年度比135.8％の７億66百万円、金融費用は、同95.0％の

１億86百万円となり、差引き金融収支は同157.6％の５億79百万円の利益となりました。 

  

④ 販売費・一般管理費 

受入手数料の増加に伴う人件費や事務委託費の増加、店舗リニューアル及び本店レイアウト変更による不動産

関係費、事務費等の増加により、販売費・一般管理費は前連結会計年度比109.2％の175億98百万円となりまし

た。 

  

  平成17年３月期(百万円) 平成18年３月期(百万円) 

トレーディング損益 1,475 1,897 

株券等トレーディング損益 835 1,398 

債券等・その他の 
トレーディング損益 

640 499 

(債券等トレーディング損益) 611 488 

(その他のトレーディング損益) 28 11 



⑤ 営業外損益及び特別損益 

当連結会計年度の営業外損益は70百万円の利益となり、当連結会計年度の経常利益は前連結会計年度比179.9％

の98億55百万円となりました。 

また、特別利益は、投資有価証券売却益等１億90百万円を計上いたしました。特別損失は、固定資産除却損74

百万円、証券取引責任準備金繰入61百万円、投資有価証券評価減56百万円等２億14百万円を計上いたしました。 

その結果、特別損益は23百万円の損失となりました。 

これらにより、税金等調整前当期純利益は前連結会計年度比184.3％の98億31百万円となり、これに法人税、住

民税及び事業税44億16百万円を減算し、法人税等調整額３億57百万円を加算した結果、当期純利益は同115.9％の

57億57百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益に加え、預り金及び受

入保証金等が増加したものの、信用取引貸付金の増加及び法人税等の支払い増加により減少し、38億61百万円

（前連結会計年度比14億85百万円の増加）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産

及び投資有価証券の取得による支出等により、△22億89百万円（同21億56百万円の減少）となりました。財務活

動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、△12億87百万円（同47百万円の減少）となりました。 

以上により、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末残高に比べ、２億91百万

円増加し、138億50百万円となりました。 

  

  

  

  

  

  



(3) トレーディング業務の概要 

トレーディング商品： 

最近２連結会計年度末におけるトレーディング商品残高は以下のとおりであります。 

  

  

トレーディングに係るリスク管理体制： 

当社グループのリスク管理の基本は、財務状況及び外部環境等に合わせてリスクを適切にコントロールするこ

とにあります。そのため、当社グループは提出会社の取締役会において運用の基本方針を定め、リスク管理に関

する具体的方針については、リスク管理委員会に諮問して策定しております。また、リスク管理委員会において

は、財務状況等の変化に応じて適宜、リスク管理に関する具体的方針を見直しております。 

トレーディング部門では、その運用の基本方針等に沿った社内規定に基づき、取引を行う各部門毎及び各商品

毎にポジション運用枠などを設けた上で、運用環境、当社財務状況等を勘案し、リスク管理委員会において運用

枠等の見直しを図りつつトレーディング業務を行っております。 

さらに、売買を執行する部署から独立したリスク管理担当部署において、市場リスク、信用リスクに対する日

常的なモニターを行い、日々当社グループの経営陣及び関連部署に報告しております。 

  

  平成17年３月31日(百万円) 平成18年３月31日(百万円) 

資産の部のトレーディング商品 999 897 

商品有価証券等 999 897 

株券 ― 0 

債券 892 790 

CP及びCD ― ― 

受益証券等 107 107 

その他 ― ― 

デリバティブ取引 ― ― 

オプション取引 ― ― 

為替予約取引 ― ― 

その他 ― ― 

負債の部のトレーディング商品 2 1 

商品有価証券等 ― ― 

株券 ― ― 

債券 ― ― 

CP及びCD ― ― 

受益証券等 ― ― 

その他 ― ― 

デリバティブ取引 2 1 

オプション取引 ― ― 

為替予約取引 2 1 

その他 ― ― 



２ 【対処すべき課題】 

当社グループが経営目標に掲げる「金融・証券界のブランド・ブティックハウス」とは、当社の強みである中堅・

ベンチャー企業向けサービスの特化と、金融資産運用に対するアドバイザーとしての一人一人のお客様の信頼をより

深めることにより、ブランドの確立を目指したブティック型金融サービス会社です。 

具体的には、お客様の信頼のバロメーターである預り資産の拡大、マーケット環境の変化に応じた資産運用サービ

スの充実、さらには中堅・ベンチャー企業の多様化したニーズに応えるＩＰＯ（新規公開業務）、事業者保険、Ｍ＆

Ａなどの投資銀行業務の強化に取り組んでまいります。 

一方、ニュービジネスについては、ストックレンディング（株券消費貸借取引）及び逓増保険等に加えて、来期よ

りラップ・アカウントサービスの開始を予定するなど、お客様の運用ニーズに合った幅広い資産運用サービスを提供

してまいります。 

  

３ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社グループの経営成績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項として考えております。 

当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対処に努める方

針であります。 

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成18年６月27日）現在において当社が判断したもの

であります。 

  

（１）市場の低迷に伴うリスク 

海外及び国内株式・債券相場が下落または低迷した場合、売買高が縮小し、結果として当社の売買委託手数料が

減少する可能性があります。また、これに付随して、発行市場においても同様の影響を受ける可能性があります。

（２）システムに関するリスク 

当社グループが業務上使用するオンラインシステムは、（株）野村総合研究所に外部委託しております。 

回線障害、ハードウエアまたはソフトウエアの不備、コンピュータウイルス等による外部からの不正アクセス、

災害や停電等、これらの原因によって障害が発生した場合、障害規模によっては当社グループの業務に支障をきた

す可能性があります。 

（３）機密情報に関するリスク 

役職員が把握している機密情報や外部委託先から機密情報が漏洩した場合には、当社グループが信用を失うこと

による損害賠償請求を受ける可能性、受入手数料の減少に結びつく可能性があります。 

（４）重要な訴訟等について 

当連結会計年度において、当社グループの事業に重要な影響を及ぼす訴訟を提起されている事実はありません。

  



４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

６ 【財政状態及び経営成績の分析】 

当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析・検討内容は原則として連結財務諸表に基づいて分析した内容

であります。 

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成18年６月27日）現在において当社グループが判断

したものであります。 

  

(1) 重要な会計方針及び見積もり 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成して

おります。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響

を与える見積もりを必要とします。経営者は、これらの見積もりについて過去の実績等を合理的に勘案し判断してお

りますが、実際の結果は、見積もり特有の不確実性があるため、これらの見積もりと異なる場合があります。 

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項に記載しておりますが、特に次の重要な会計方針が連結財務諸表における重要

な見積もりの判断に大きな影響を及ぼすと考えております。 

 ① 繰延税金資産 

当社グループの主たる事業である証券業は、証券市場の変動を大きく受ける市況産業であるため、業績変動の幅が

大きく、長期にわたり安定的な課税所得の発生を予測することが困難であります。そのため、繰延税金資産について

は、将来の回収可能性を慎重に判断しております。 

 ② 賞与引当金 

当社グループの賞与引当金は、従業員に対する賞与の支払いに備えるため、所定の計算方法により算出した支払見

込額を計上しております。この具体的な計算方法は、賞与の前支給対象期間の業績対比等の係数を基礎として算出し

ております。 

 ③ ポイントサービス引当金 

当社の「いちよしポイントサービス」の顧客のポイントの利用による費用負担に備えるため、過去の利用実績に基

づき当連結会計年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。このポイントサービスは、顧客

が指定の投資信託を購入した場合に購入ポイントを、また、ある一定期間保有した場合に保有ポイントを付与し、そ

のポイント残高に応じて商品と交換できる制度であります。 

  



(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

当社グループの経営成績は、当連結会計年度において営業収益は前連結会計年度比126.8％の275億69百万円、経常

利益は同179.9％の98億55百万円と、平成16年３月期より３期連続の増収・増益となりました。これは、政府や日銀に

よる「景気の踊り場脱却宣言」を契機に国内景気回復期待が高まり、株式市場は、日経平均株価が５年７カ月ぶりに

１万7,000円台を回復するなど期を通して活況を呈したこと、また、新中期経営計画による預り資産の拡大等（前連結

会計年度比138.0％の１兆9,740億円）の成果が現れてきたことによります。 

  

① 営業収益の分析 

 ａ．受入手数料 

   当社グループにおいては、株券の委託手数料は受入手数料の約55％を占める最も大きな収益の柱でありま

す。そのため、短期売買ではなく、中長期的なスタンスに立った中小型成長株投資の提案営業を基本とし、これ

に大型株も含めて積極的に営業展開を行いました。その結果、株券の委託手数料は前連結会計年度比116.4％の

133億46百万円となりました。株券の引受け・売出し手数料は、幹事・引受シ団への件数は減少したものの、同

110.2％の10億27百万円を確保しました。また、もう一つの柱である投資信託の販売に引き続き注力し、当連結

会計年度から、グローバル・ソブリン・オープンの成功モデルをベースに、投資信託のポートフォリオに株式投

信を加えるなど商品構成の拡充を図ってまいりました。その結果、募集・売出しの受益証券の取扱手数料は同

151.9％の50億68百万円、その他の受入手数料における受益証券の手数料（信託報酬）も同141.8％の41億78百万

円と大幅に増加し、投資信託の販売手数料と信託報酬で受入手数料の約38％を占めるなど、目標とする株式市況

に影響されない収益構造の確立に向けて、さらに一歩前進しました。 

 ｂ．トレーディング損益 

   株券等のトレーディング損益は、契約ディーラーの増員等ディーリング業務に注力した結果、前連結会計年

度比167.4％の13億98百万円となりました。債券・為替等のトレーディング損益は外国債券の販売が減少したこ

とにより、同78.0％の４億99百万円にとどまりました。 

② 販売費・一般管理費の分析 

 当連結会計年度の販売費・一般管理費は、株券等の受入手数料の増加に伴い、業績に連動する人件費等の変動費

及び店舗改装及び移転に伴う不動産関係費、減価償却費等の固定費が増加し、前連結会計年度比109.2％の175億98百

万円となりました。 

主な増加の項目は以下のとおりであります。 

 ａ．取引関係費 

   ポイントサービス引当金繰入について、ポイントの利用率が引き続き高かったこと、またポイント残高の純

増により増加いたしました。 

 ｂ．人 件 費 

   業績に連動して、従業員への賞与支給額や契約ディーラー及び歩合外務員の業績連動給料等の変動費が増加

したことのほか、新卒や中途採用による人員増により固定費についても増加いたしました。 



 ｃ．不動産関係費 

   店舗改装(17店舗)に伴う器具備品(少額)の購入や移転費用により一時的に増加したことによります。 

 ｄ．減価償却費 

   店舗改装(17店舗)に伴い、建物、器具・備品等の有形固定資産が５億30百万円増加したことが主な要因であ

ります。 

  

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析  

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は138億50百万円（前連結会計年度比２億91百万円の増加）となり

ました。営業活動によるキャッシュ・フローは、株式市場の活況により、税金等調整前当期純利益は98億31百万円

（同44億96百万円の増加）と増加したものの、信用取引に係る顧客への貸付金の増加（209億41百万円）、証券金融会

社からの借入金の増加（166億69百万円）等により、38億61百万円（同14億85百万円の増加）にとどまりました。投資

活動によるキャッシュ・フローは、店舗改装（17店舗）に伴う有形固定資産の取得や投資有価証券の取得等により、

△22億89百万円（同21億56百万円の減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等に

より、△12億87百万円（同47百万円の減少）となりました。 

  

資金の流動性については、現金及び現金同等物の期末残高が138億50百万円あり、充分な流動性を確保しておりま

す。 

  

  

  

  

  

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当社グループの当連結会計年度の設備投資の主なものとしては、店舗の移転、改装、入退室管理システム及びテレ

ビ会議システム等の導入を行いました。 

(1) 店舗の新設 

店舗の新設はございませんでした。 

(2) 店舗の移転 

小豆島支店（平成17年６月）、加古川支店(平成17年11月）、伏見支店(平成17年12月）、 

学園前支店（平成18年２月） 

(3) 重要な設備の新設 

当連結会計年度において、主な設備の新設は下記のとおりであります。 

なお、所要金額はすべて自己資金によっております。 

  

会社名 
事業所 
(所在地) 

内容 設備の内容 
  

所要金額
(百万円) 

完了年月 

提出会社 
吉祥寺支店 
（東京都武蔵野市） 

店舗改装 建物及び器具・備品 22 平成17年５月 

提出会社 
千葉支店 
（千葉市中央区） 

店舗改装 建物及び器具・備品 26 平成17年５月 

提出会社 
小豆島支店 
（香川県土庄町） 

店舗改装 建物及び器具・備品 47 平成17年６月 

提出会社 
上大岡支店 
（横浜市港南区） 

店舗改装 建物及び器具・備品 24 平成17年７月 

提出会社 
中目黒支店 
（東京都目黒区） 

店舗改装 建物及び器具・備品 21 平成17年７月 

提出会社 
今里支店 
（大阪市東成区） 

店舗改装 建物及び器具・備品 23 平成17年８月 

提出会社 
八尾支店 
（大阪府八尾市） 

店舗改装 建物及び器具・備品 20 平成17年８月 

提出会社 
神戸支店 
（神戸市中央区） 

店舗改装 建物及び器具・備品 24 平成17年９月 

提出会社 
大牟田支店 
（福岡県大牟田市） 

店舗改装 建物及び器具・備品 18 平成17年９月 

提出会社 
田辺支店 
（和歌山県田辺市） 

店舗改装 建物及び器具・備品 29 平成17年９月 

提出会社 
加古川支店 
（兵庫県加古川市） 

店舗改装 建物及び器具・備品 64 平成17年11月 

提出会社 
越谷支店 
（埼玉県越谷市） 

店舗改装 建物及び器具・備品 19 平成17年12月 

提出会社 
伏見支店 
（京都市伏見区） 

店舗改装 建物及び器具・備品 33 平成17年12月 

提出会社 
名古屋支店 
（名古屋市中区） 

店舗改装 建物及び器具・備品 32 平成18年１月 

提出会社 
岡山支店 
（岡山県岡山市） 

店舗改装 建物及び器具・備品 28 平成18年１月 

提出会社 
学園前支店 
（奈良県奈良市） 

店舗改装 建物及び器具・備品 58 平成18年２月 

提出会社 
本店 
（東京都中央区） 

店舗改装
（各階） 

建物及び器具・備品 35 平成17年９月 

提出会社 
本店 
（東京都中央区）他 
全店舗 

入退室管理
システム 

建物及び器具・備品 59 平成17年９月 



  

上記の店舗移転及び改装は、前連結会計年度より行っております「ブランド・ブティックハウス」構築のためのブランドイ

メージ発信を目的とした店舗デザインの変更によるものであります。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

当社グループにおける主要な設備は以下のとおりであります。 

(1) 提出会社 

  

会社名 
事業所 
(所在地) 

内容 設備の内容 
  

所要金額
(百万円) 

完了年月 

提出会社 
本店 
（東京都中央区）他 
全店舗 

テレビ会議
システム 

器具・備品 30 平成18年１月 

店舗名 所在地 

建物及び 
構築物 
帳簿価額 
(百万円) 

土地 合計
帳簿価額 
(百万円) 

従業員数 
(名) 

摘要 
帳簿価額
(百万円) 

面積
(㎡) 

本店 東京都中央区 169 ― ― 169 274 賃借 

東京支店 東京都中央区 19 ― ― 19 23 賃借 

赤坂支店 東京都港区 21 ― ― 21 17 賃借 

中目黒支店 東京都目黒区 18 ― ― 18 14 賃借 

吉祥寺支店 東京都武蔵野市 17 ― ― 17 15 賃借 

横浜支店 横浜市西区 6 ― ― 6 28 賃借 

上大岡支店 横浜市港南区 17 ― ― 17 14 賃借 

千葉支店 千葉市中央区 19 ― ― 19 13 賃借 

浦安支店 千葉県浦安市 30 ― ― 30 18 賃借 

越谷支店 埼玉県越谷市 18 ― ― 18 13 賃借 

名古屋支店 名古屋市中区 34 ― ― 34 30 賃借 

大阪本社 
(分室を含む) 

大阪市中央区 60 165 216.7 225 54 

所有及び
いちよし
ビジネス
サービス
㈱からの
賃借 

梅田支店 大阪市北区 13 ― ― 13 16 賃借 

今里支店 大阪市東成区 21 ― ― 21 13 賃借 

針中野支店 大阪市東住吉区 2 ― ― 2 13 

いちよし
ビジネス
サービス
㈱からの
賃借 

難波支店 大阪市中央区 25 ― ― 25 17 賃借 

石橋支店 大阪府池田市 6 ― ― 6 20 賃借 

岸和田支店 大阪府岸和田市 6 ― ― 6 12 賃借 

枚方支店 大阪府枚方市 10 29 42.1 39 15 
所有及び
賃借 

八尾支店 大阪府八尾市 16 ― ― 16 16 賃借 

神戸支店 神戸市中央区 22 ― ― 22 18 賃借 

加古川支店(注１) 兵庫県加古川市 42 ― ― 42 17 賃借 



  

(注)１ 加古川支店は、平成17年11月21日に同一市内で移転しております。 

２ 伏見支店は、平成17年12月26日に同一区内で移転しております。 

３ 学園前支店は、平成18年２月13日に同一市内で移転しております。 

４ 小豆島支店は、平成17年６月６日に同一町内で移転しております。 

  

(2) 国内子会社 

  

(注)  従業員数は就業人員であり、〔 〕内は年間の平均臨時雇用者数を外書きしております。また、臨時雇用者にはアルバイト

及びパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。 

  

(3) 在外子会社 

  

  

※ 賃借物件の場合は、建物造作工事に係る額を計上しております。 

  

店舗名 所在地 

建物及び 
構築物 
帳簿価額 
(百万円) 

土地 合計
帳簿価額 
(百万円) 

従業員数 
(名) 

摘要 
帳簿価額
(百万円) 

面積
(㎡) 

伏見支店(注２) 京都市伏見区 28 ― ― 28 22 賃借 

高田支店 奈良県大和高田市 154 64 396.6 219 25 所有 

学園前支店(注３) 奈良県奈良市 53 ― ― 53 12 賃借 

御坊支店 和歌山県御坊市 8 ― ― 8 15 

いちよし
ビジネス
サービス
㈱からの
賃借 

田辺支店 和歌山県田辺市 24 ― ― 24 11 賃借 

岡山支店 岡山県岡山市 79 123 325.8 203 31 所有 

倉敷支店 岡山県倉敷市 29 ― ― 29 28 賃借 

小豆島支店(注４) 
香川県小豆郡 
土庄町 

36 ― ― 36 8 賃借 

大牟田支店 福岡県大牟田市 15 ― ― 15 12 賃借 

会社名 所在地 

建物及び 
構築物 
帳簿価額 
(百万円) 

土地 合計
帳簿価額 
(百万円) 

従業員数 
(名) 

摘要 
帳簿価額
(百万円) 

面積
(㎡) 

株式会社 
いちよし経済 
研究所 

東京都中央区 1 ― ― 1 23 賃借 

いちよし投資顧問 
株式会社 

東京都中央区 5 ― ― 5 5 賃借 

いちよしビジネス 
サービス株式会社 

東京都中央区 
大阪市中央区 

99 296 1,066.2 395 17〔11〕

所 有、賃
借及びい
ちよし証
券㈱から
の賃借 

会社名 所在地 

建物及び 
構築物 
帳簿価額 
(百万円) 

土地 合計
帳簿価額 
(百万円) 

従業員数 
(名) 

摘要 
帳簿価額
(百万円) 

面積
(㎡) 

一吉国際(香港) 
有限公司 

中華人民共和国
(香港) 

― ― ― ― 4 ―



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

  

(2) 重要な設備の除却等 

 特記事項はございません。 

会社名 
事業所 
(所在地) 

内容 

投資金額(百万円) 
資金調達
方法 

着工年月 
完了予定 
年月 

総額 既支払額

提出会社 
本店 
（東京都中央区） 

インターネ
ット口座閲
覧システム 

94 ― 自己資金 平成18年１月 平成18年５月

提出会社 
本店 
（東京都中央区） 

ラップ取引
システム 

66 ― 自己資金 平成17年12月 平成18年10月

提出会社 
御坊支店 
（和歌山県御坊市）

店舗移転 
及び改装 

61 ― 自己資金 平成18年８月 平成18年９月



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

(注) 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨を定款に定めております。 

なお、平成18年６月24日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、当該定めは削除されました。 

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 提出日現在の発行数には、平成18年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された

株式数は含まれておりません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 168,159,000 

計 168,159,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月27日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 48,036,086 48,037,086

東京証券取引所
市場第一部 
大阪証券取引所 
市場第一部 

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式 

計 48,036,086 48,037,086 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権方式 

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締

役、使用人で当社取締役会にて承認された者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成

14年６月22日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる

１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除

く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

  
事業年度末現在
(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31日) 

新株予約権の数(個) 12(注１) 11(注１) 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 12,000 11,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり285(注２) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年６月23日～
平成19年６月22日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価額  285
資本組入額 143 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時においても、当
社及び当社子会社の取締
役、使用人の地位にあるこ
とを要する。ただし、任期
満了による退任、定年退職
その他正当な理由のある場
合にはこの限りでない。 

②新株予約権の質入れ、その
他の処分は認めない。 
③新株予約権者が死亡した場
合は、相続人がこれを行使
できるものとする。ただ
し、下記に規定する新株予
約権割当に関する契約の定
めるところによる。 
④その他権利行使の条件につ
いては、当社と本件新株予
約権割当ての対象となる当
社及び当社子会社の取締
役、使用人との間で個別に
締結する新株予約権割当て
に関する契約に定めるとこ
ろによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。 

同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当り払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規株式発行前の１株当りの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



② 新株予約権方式 

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、従業員で当社

取締役会にて承認された者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成16年６月26日開催

の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる

１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除

く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

  
事業年度末現在
(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31日) 

新株予約権の数(個)    65(注１)    65(注１) 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 65,000 65,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり1,033(注２) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月27日～
平成21年６月26日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価額  1,033
資本組入額   517 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時においても、当
社の取締役、従業員の地位
にあることを要する。ただ
し、任期満了による退任、
定年退職その他正当な理由
のある場合にはこの限りで
ない。 

②新株予約権の質入れ、その
他の処分は認めない。 
③新株予約権者が死亡した場
合は、相続人がこれを行使
できるものとする。ただ
し、下記に規定する新株予
約権割当に関する契約の定
めるところによる。 
④その他権利行使の条件につ
いては、当社と本件新株予
約権割当ての対象となる当
社の取締役、従業員との間
で個別に締結する新株予約
権割当てに関する契約に定
めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。 

同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当り払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規株式発行前の１株当りの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



③ 新株予約権方式 

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、従業員で当社

取締役会にて承認された者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年６月25日開催

の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる

１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除

く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  
事業年度末現在
(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31日) 

新株予約権の数(個)    730(注１)    730(注１) 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 73,000 73,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり1,129(注２) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月26日～
平成22年６月25日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価額  1,129
資本組入額   565 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時においても、当
社及び当社子会社の取締
役、従業員の地位にあるこ
とを要する。ただし、任期
満了による退任、定年退職
その他正当な理由のある場
合にはこの限りでない。 

②新株予約権の質入れ、その
他の処分は認めない。 
③新株予約権者が死亡した場
合は、相続人がこれを行使
できるものとする。ただ
し、下記に規定する新株予
約権割当に関する契約の定
めるところによる。 
④その他権利行使の条件につ
いては、当社と本件新株予
約権割当ての対象となる当
社の取締役、従業員との間
で個別に締結する新株予約
権割当てに関する契約に定
めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。 

同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当り払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規株式発行前の１株当りの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) １ 利益による自己株式の消却により、発行済株式総数が1,409千株減少しております。 

２ 利益による自己株式の消却により、発行済株式総数が15千株減少しております。 

３ 平成14年６月22日開催の定時株主総会の決議を経て、平成14年７月26日をもって資本準備金取崩しにかかる債権者保護等

の手続きが完了したことに伴い、取崩しを行ったものであります。 

４ 利益による自己株式の消却により、発行済株式総数が327千株減少しております。 

５ 自己株式の消却により、発行済株式総数が3,800千株減少しております。 

６ 新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が367千株、資本金が52百万円及び資本準備金が52百万円それぞれ増加し

ております。 

７ 新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が50千株、資本金が７百万円及び資本準備金が７百万円それぞれ増加して

おります。 

８ 平成18年４月１日から平成18年５月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が１千株、資本金が０百

万円及び資本準備金が０百万円増加しております。 
  

(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 自己株式755,725株は、「個人その他」に7,557単元、「単元未満株式の状況」に25株含まれております。 

２ 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。 

３ 平成17年２月24日開催の当社取締役会の決議により、１単元の株式数は平成17年５月２日付をもって1,000  株から100

株となっております。 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成13年４月１日～ 
平成14年３月31日 
       (注１) 

△1,409 51,761 ― 14,495 ― 11,209

平成14年５月20日 
       (注２) 

△15 51,746 ― 14,495 ― 11,209

平成14年７月30日 
       (注３) 

― 51,746 ― 14,495 △7,585 3,623

平成14年11月８日 
       (注４) 

△327 51,419 ― 14,495 ― 3,623

平成15年４月１日～ 
平成16年３月31日 
       (注５) 

△3,800 47,619 ― 14,495 ― 3,623

平成16年４月１日～ 
平成17年３月31日 
       (注６) 

367 47,986 52 14,548 52 3,676

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 
       (注７) 

50 48,036 7 14,555 7 3,683

区分 

株式の状況(１単元の株式数100株) 

単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 
個人
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

― 20 30 200 78 7 16,590 16,925 ―

所有株式数 
(単元) 

― 70,948 6,304 111,596 98,075 26 193,155 480,104 25,686

所有株式数 
の割合(％) 

― 14.78 1.31 23.24 20.43 0.01 40.23 100.00 ―



(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 上記所有株式は、証券金融会社がその業務により所有する株式であります。 

２ 上記のほか当社所有の自己株式 755千株(1.57％)があります。 

なお、当該自己株式のうち628千株は、ストックオプション制度の採用により、保有しているものであります。 

    ３ プリヴェチューリッヒアセット・マネジメント株式会社から平成18年２月23日付で関東財務局長に提出された大量保有

報告書の変更報告書により、平成18年２月17日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社とし

て当事業年度末の実質所有株式数の確認ができない部分については上記表には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

野村土地建物株式会社 東京都中央区日本橋本町一丁目７―２ 5,298 11.02 

日本証券金融株式会社（注１） 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２―10 2,144 4.46 

プリヴェチューリッヒアセッ
ト・マネジメント株式会社 

東京都千代田区霞が関三丁目２－５ 2,100 4.37 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８―11 1,754 3.65

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町二丁目11―３ 1,611 3.35

State  Street  Bank  And  Trust 
Company 
（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決
済業務室） 

P.O.BOX 351 Boston Massachusetts
02101 U.S.A. 
（東京都中央区日本橋兜町６―７） 

1,405 2.92

Morgan Stanley & Co.  
International Limited 
（常任代理人 モルガン・スタ
ンレー証券会社東京支店） 

25 Cabot Square, Canary Wharf, London
E14 4QA England 
（東京都渋谷区恵比寿四丁目20－3恵比寿ガ
ーデンプレイスタワー） 

1,004 2.09

株式会社野村総合研究所 東京都千代田区丸の内一丁目６―５ 879 1.83 

三信株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目６―１ 869 1.81 

Bear Stearns Securities Corp. 
（常任代理人 シティバンク・
エヌ・エイ東京支店） 

One Metrotech Center North, Brooklyn,
New York 11201 U.S.A. 
（東京都品川区東品川二丁目３―14） 

668 1.39

計 ― 17,736 36.92 

大量保有者名 プリヴェチューリッヒアセット・マネジメント株式会社

保有株式数 3,922千株

株式保有割合 8.17％



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれております。 

２ 「単元未満株式数」には、当社所有の自己株式25株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 

755,700 
―

株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

47,254,700 
472,547 同上 

単元未満株式 
普通株式 

25,686 
― 同上 

発行済株式総数 48,036,086 ― ― 

総株主の議決権 ― 472,547 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
いちよし証券株式会社 

東京都中央区八丁堀 
二丁目14番１号 

755,700 ― 755,700 1.57

計 ― 755,700 ― 755,700 1.57 



(7) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、ストックオプション制度を以下のとおり採用しております。 

① 新株予約権方式 

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社並びに当社子会社及び当

社関連会社の取締役、監査役及び使用人で当社取締役会にて承認された者に対して特に有利な条件をもって新株

予約権を発行することを平成14年６月22日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除

く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

決議年月日 平成14年６月22日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役・同監査役・同使用人     162名 

当社子会社取締役・同監査役・同使用人  ４名 

当社関連会社取締役・同監査役・同使用人 ―名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 500,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 285(注) 

新株予約権の行使期間 平成16年６月23日～平成19年６月22日 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時においても、当社並びに当社子会社及び当社関連会社の取

締役、監査役及び使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満

了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りで

ない。 

②新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。 

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとす

る。ただし、下記に規定する新株予約権割当に関する契約に定めると

ころによる。 

④その他権利行使の条件については、当社と本件新株予約権割当ての対

象となる当社並びに当社子会社及び当社関連会社の取締役、監査役及

び使用人との間で個別に締結する新株予約権割当てに関する契約に定

めるところによる。 

新株予約権の譲渡制限に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当りの払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規株式発行前の１株当りの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



② 新株予約権方式 

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社並びに当社関係会社の取

締役、執行役及び従業員で当社取締役会にて承認された者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行す

ることを平成16年６月26日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除

く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

※ 上記決議事項に対し、実際に発行した新株予約権の数は65個（65,000株）であります。 

  

決議年月日 平成16年６月26日 

付与対象者の区分及び人数 当社並びに当社関係会社の取締役・同執行役・同従業員 ７名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 500,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,033(注) 

新株予約権の行使期間 平成18年６月27日～平成21年６月26日 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時においても、当社並びに当社関係会社の取締役、執行役及

び従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、

定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 

②新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。 

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとす

る。ただし、下記に規定する新株予約権割当に関する契約に定めると

ころによる。 

④その他権利行使の条件については、当社と本件新株予約権割当ての対

象となる当社並びに当社関係会社の取締役、執行役及び従業員との間

で個別に締結する新株予約権割当てに関する契約に定めるところによ

る。 

新株予約権の譲渡制限に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当りの払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規株式発行前の１株当りの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



③ 新株予約権方式 

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社並びに当社関係会社の取

締役、執行役及び従業員で当社取締役会にて承認された者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行す

ることを平成17年６月25日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除

く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

※ 上記決議事項に対し、実際に発行した新株予約権の数は760個（76,000株）であります。 

決議年月日 平成17年６月25日 

付与対象者の区分及び人数 当社並びに当社関係会社の取締役・同執行役・同従業員 10名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 300,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,129(注) 

新株予約権の行使期間 平成19年６月26日～平成22年６月25日 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時においても、当社並びに当社関係会社の取締役、執行役及

び従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、

定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 

②新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。 

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとす

る。ただし、下記に規定する新株予約権割当に関する契約に定めると

ころによる。 

④その他権利行使の条件については、当社と本件新株予約権割当ての対

象となる当社並びに当社関係会社の取締役、執行役及び従業員との間

で個別に締結する新株予約権割当てに関する契約に定めるところによ

る。 

新株予約権の譲渡制限に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当りの払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規株式発行前の１株当りの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



④ 新株予約権方式 

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、執行役及び

従業員に対してストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取

締役会に委任することを平成18年６月24日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

(注) 新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社株式普通取

引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(１円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権発行日の前営業

日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合

は、当該終値とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)

を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

※ 上記、付与対象者の人数は、今後開催する取締役会決議により決定いたします。 

  

決議年月日 平成18年６月24日 

付与対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社の取締役・同執行役・同従業員 ―名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数(株) 400,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円)   (注) 

新株予約権の行使期間 
平成20年６月25日～平成28年６月24日までの範囲内で、取締役会におい

て決定するものとする。 

新株予約権の行使の条件 取締役会において決定する。 

新株予約権の譲渡制限に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ――――――― 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当りの払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規株式発行前の１株当りの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  

３ 【配当政策】 

当社は、業績連動型の配当政策を基本としております。 

配当性向は、従来30％程度を目処としておりましたが、当期より40％程度を目処とすることに変更いたしました。

上記配当政策に基づき、中間配当金は、１株当たり中間純利益が43円04銭となりましたので、１株につき15円と

し、期末配当金は、１株当たり当期純利益が117円00銭となりましたので、中間配当金と合わせて年間通算40％程度

とするべく、当期の期末配当金を１株につき30円とさせていただきました。 

また、当期は設立55周年にあたることから１株につき55円の記念配当金を実施いたします。従って、期末の配当金

合計は、１株につき85円とさせていただきました。なお、中間配当金を含めた年間普通配当金は45円（前期比15円

増）、これに記念配当金（55円）を含めた年間配当金は100円となり、配当性向は85.5％、株主資本配当率は11.8％

となります。 

なお、当社は委員会設置会社のため、上記期末配当金は平成18年５月19日開催の取締役会の利益処分の決議による

ものであります。 

内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとさせていただきます。 

(注) 当期の中間配当に関する取締役会決議日 平成17年10月27日 

  



４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注)  最高・最低株価は、平成18年３月１日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所市

場第二部におけるものであります。なお、第64期の事業年度別最高・最低株価のうち、※は東京証券取引所市場第二部にお

けるものであります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注)  最高・最低株価は、平成18年３月１日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所市

場第二部におけるものであります。 

  

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高(円) 590 541 848 1,335 

2,480 

※ 2,380 

最低(円) 315 190 167 588 

2,090 

※  840 

月別 
平成17年 
10月 

11月 12月
平成18年
１月 

２月 ３月 

最高(円) 1,314 1,785 2,165 2,335 2,380 2,480 

最低(円) 1,166 1,205 1,614 1,830 1,968 2,090 



５ 【役員の状況】 

(1) 取締役の状況 
  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数 
(千株) 

取締役 
取締役会議長 
指名委員 
報酬委員 

武 樋 政 司 昭和18年４月13日生

平成２年６月
平成５年６月
平成７年６月
平成15年６月

野村證券㈱常務取締役
当社代表取締役副社長 
当社代表取締役社長 
当社取締役 取締役会議長・指
名委員・報酬委員(兼)代表執行
役社長(現在) 

110 

取締役 ― 久木田   伸 昭和24年10月５日生

平成４年６月
平成９年６月
平成10年４月
平成12年６月
平成13年５月

  
平成13年12月
平成14年６月
平成15年６月
平成17年11月

  
平成18年３月
平成18年５月

野村證券㈱名古屋支店企業部長 
当社取締役 
当社執行役員 
当社常務取締役 
当社法人管掌(兼)機関投資家本
部長 
当社企業金融本部長 
当社代表取締役専務取締役 
当社取締役(兼)執行役専務(現
在) 
当社インベストメント・バンキ
ング管掌 
当社法人管掌 
当社法人本部管掌(現在) 

87 

取締役 ― 遠 藤 平 司 昭和21年11月５日生

平成６年６月
平成10年６月
平成13年６月

  
平成13年６月
平成16年４月
平成16年６月
平成17年６月
平成17年６月
平成18年５月

野村證券㈱取締役
野村信託銀行㈱常務取締役 
野村ビジネスサービス㈱常勤監
査役 
当社監査役 
野村證券㈱顧問 
当社取締役 監査委員 
当社取締役(兼)執行役専務(現在) 
当社管理・総務業務担当 
当社管理本部・総務業務本部管
掌(現在) 

8 

取締役 ― 小 林 正 利 昭和25年３月７日生

平成６年６月
平成10年６月
平成13年４月
平成15年６月
平成17年６月
平成17年６月

  
平成18年５月

野村證券㈱取締役
朝日火災海上保険㈱常務取締役 
野村土地建物㈱常務取締役 
㈱ジャフコ監査役 
当社取締役(兼)執行役専務(現在) 
当社アドバイザー本部長(兼)ア
ドバイザーサポート担当 
当社第１、２、３アドバイザー
本部・アドバイザーサポート本
部管掌(現在) 

14 

取締役 ― 不 破 利 之 昭和34年11月13日生

昭和57年４月
平成６年６月
平成11年４月
平成12年６月

  
平成13年５月

  
平成13年11月
平成14年６月
平成14年10月
平成15年３月
平成15年６月
平成16年９月
平成17年５月

当社入社
当社水島支店長 
当社執行役員 企画・人事本部長 
当社アドバイザー本部副本部
長・支店経営サポート担当 
当社アドバイザー本部長(兼)投
資相談担当・FA担当 
当社大阪本社担当(現在) 
当社取締役 
当社第２ブロック長 
当社アドバイザーサポート担当 
当社取締役(兼)執行役常務(現在) 
当社人事・研修担当(現在) 
当社経営企画管掌(現在) 

52 

取締役 監査委員 野 口   猛 昭和26年１月６日生

昭和49年８月
平成６年６月
平成10年４月
平成13年５月
平成13年６月
平成14年３月
平成15年６月
平成17年６月

当社入社
当社業務管理部長 
当社執行役員 管理本部長 
当社管理・総務業務担当 
当社取締役 
当社システム担当 
当社取締役(兼)執行役常務 
当社取締役 監査委員(現在) 

70 

取締役 
指名委員 
監査委員 
報酬委員 

渡 邊 啓 司 昭和18年１月21日生

昭和62年７月
平成８年４月
平成12年６月
平成15年６月

青山監査法人代表社員
監査法人トーマツ代表社員(現在) 
当社取締役 
当社取締役 指名委員・監査委
員 
・報酬委員(現在) 

66 



  

(注)１ 取締役 渡邊啓司及び島 武男は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 当社は委員会設置会社であります。 

  

(2) 執行役の状況 
  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数 
(千株) 

取締役 
指名委員 
監査委員 
報酬委員 

島   武 男 昭和16年３月15日生

昭和44年４月
昭和47年３月

  
平成10年６月
平成15年６月

弁護士登録
島武男法律事務所(現さくら法律
事務所)設立(現在) 
当社監査役 
当社取締役 指名委員・監査委
員 
・報酬委員(現在) 

25 

計 435 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

代表執行役 
社長 ― 武 樋 政 司 (1)取締役の状況参照 (同左) (同左) (同左) 
  

執行役専務 法人本部管掌 久木田   伸 (1)取締役の状況参照 (同左) (同左) (同左) 

執行役専務 管理本部・総務 
業務本部管掌 遠 藤 平 司 (1)取締役の状況参照 (同左) (同左) (同左) 

執行役専務 

第１、２、３ 
アドバイザー 
本部・アドバイ
ザーサポート 
本部管掌 

小 林 正 利 (1)取締役の状況参照 (同左) (同左) (同左) 

執行役常務 

経営企画管掌
(兼)人事・研修
担当(兼)大阪 
本社担当 

不 破 利 之 (1)取締役の状況参照 (同左) (同左) (同左) 

執行役常務 
インベストメン
ト・バンキング
本部長 

田名網 信 孝 昭和26年12月27日生

平成９年12月
平成12年６月 
平成13年５月 
平成14年６月 
平成15年６月 
平成18年２月 
平成18年３月 
平成18年３月 

  
平成18年５月 

野村證券㈱第一企業部長
当社執行役員 法人本部副本部長 
当社法人本部長 
当社常務執行役員 
当社上席執行役 
当社法人資金運用部長 
当社執行役常務(現在) 
当社インベストメント・バンキン
グ担当 
当社インベストメント・バンキン
グ本部長(現在) 

58

上席執行役 引受本部長(兼) 
大阪引受部長 上屋敷   徹 昭和20年10月25日生

平成９年12月
平成10年６月 
平成11年４月 
平成11年７月 
平成14年６月 
平成14年10月 
平成15年６月 
平成17年11月 

  
平成18年５月 

野村證券㈱大阪資本市場部次長 
当社引受本部副本部長 
当社引受本部長 
当社執行役員 
当社常務執行役員 
当社大阪引受部長(現在) 
当社上席執行役(現在) 
当社インベストメント・バンキン
グ本部長 
当社引受本部長(現在) 

88

上席執行役 総務業務 
本部長 原 田 満 宏 昭和36年４月18日生

昭和59年４月
平成８年６月 
平成12年４月 

  
平成13年５月 

  
平成14年６月 
平成14年10月 
平成15年６月 
平成16年９月 
平成17年５月 

当社入社
当社神戸支店長 
当社執行役員 支店経営サポート
担当 
当社アドバイザー本部副本部長
(兼)投資相談担当 
当社常務執行役員 
当社第１ブロック長 
当社上席執行役(現在) 
当社IA・FA担当 
当社総務業務本部長(現在) 

50



  
役名 職名 氏名 生年月日 略歴

所有株式数
(千株) 

上席執行役 
経営企画・引受
審査担当(兼) 
経営企画部長 

髙 石 俊 彦 昭和34年３月23日生

昭和58年４月
平成12年10月 

  
  

平成14年10月 
  
  

平成17年４月 
平成17年４月 
平成17年９月 
平成17年11月 

野村證券㈱入社
フランクリン・テンプルトン・イ
ンベストメンツ㈱ 
リーガル＆コンプライアンス部長 
スパークス・アセット・マネジメ
ント投信㈱ 
リーガル＆コンプライアンス室長 
当社上席執行役(現在) 
当社経営企画担当(現在) 
当社経営企画部長(現在) 
当社引受審査担当(現在) 

1

上席執行役 

第１アドバイ 
ザー本部長 
(兼)IA・FA・ 
投資相談担当 

畑 中 久 人 昭和34年３月19日生

平成９年３月
平成10年４月 
平成11年４月 

  
平成14年６月 

  
平成14年10月 

  
平成15年６月 
平成16年９月 

  
平成17年５月 

  
  

平成17年６月 
  

平成18年３月 
平成18年５月 

三洋証券㈱岡崎支店長
当社入社 
当社名古屋支店資産アドバイザー
部長 
当社執行役員 アドバイザーサポ
ート本部長 
当社第３ブロック長(兼)投資相談
担当 
当社執行役 
当社第２ブロック長(兼)投資相談
担当 
当社アドバイザー本部長(兼)第１
ブロック長(兼)IA・FA・投資相談
担当 
当社第１ブロック長(兼)IA・FA・
投資相談担当 
当社上席執行役(現在) 
当社第１アドバイザー本部長(兼) 
IA・FA・投資相談担当(現在) 

30

上席執行役 

法人本部長 
(兼)法人資金 
運用部長・ 
大阪法人部長 

亀 井 勝 彦 昭和31年12月26日生

昭和54年４月
平成３年12月 
平成９年６月 
平成９年12月 
平成13年11月 

  
平成16年９月 
平成18年３月 
平成18年３月 

当社入社
当社上大岡支店長 
当社投資信託部長 
当社事業法人部長 
当社大阪法人本部長(兼)大阪法人
部長 
当社執行役 
当社上席執行役(現在) 
当社法人本部長(兼)法人資金運用
部長・大阪法人部長(現在) 

30

執行役 

トレーディング 
本部長・ 
ディーリング 
担当 

廣 玉 輝 士 昭和20年８月31日生

昭和39年４月
昭和60年９月 
平成10年11月 
平成12年２月 

  
平成15年６月 

当社入社
当社今里支店長 
当社トレーディング部長 
当社執行役員 トレーディング本
部長・ディーリング担当(現在) 
当社執行役(現在) 

49

執行役 

アドバイザー 
サポート本部長
(兼)ラップ業
務担当(兼) 
ビジネス・ 
プロデュース 
部長 
  

山 﨑 泰 明 昭和35年３月21日生

昭和60年４月
平成９年10月 
平成９年11月 
平成12年８月 
平成12年12月 

  
平成13年６月 

  
  

平成14年10月 
  

平成16年９月 
平成16年９月 

  
平成16年12月 
平成17年８月 

三洋証券(株)入社
当社入社 
当社東京支店アドバイザー室長 
当社商品サービス本部副本部長 
当社アドバイザーサポート本部副
本部長(兼)商品サービス部長 
当社アドバイザーサポート本部副
本部長(兼)商品サービス部長・ア
ドバイザーサポート部長 
当社アドバイザーサポート本部長
(現在) 
当社執行役(現在） 
当社ビジネス・プロデュース部長
(現在) 
当社ラップ業務担当（現在） 
当社投資情報部長 

24



  

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

執行役 

第２アドバイ 
ザー本部長 
(兼)投資相談 
担当 

立 石 司 郎 昭和38年８月12日生

昭和61年４月
平成９年11月 
平成14年２月 
平成16年３月 
平成16年９月 
平成16年９月 

  
平成17年５月 

  
平成18年５月 

当社入社
当社浦安支店長 
当社人事部長 
当社大阪資産アドバイザー部長 
当社執行役(現在) 
当社第３ブロック長(兼)投資相談
担当 
当社第２ブロック長(兼)投資相談
担当 
当社第２アドバイザー本部長(兼)
投資相談担当(現在) 

10

執行役 管理本部長(兼)
リスク管理部長 大 館 浩 一 昭和35年11月23日生

昭和58年４月
平成９年２月 
平成９年11月 
平成11年４月 
平成14年２月 
平成16年３月 
平成16年７月 
平成17年５月 
平成17年５月 

三洋証券(株)入社
当社入社 
当社日本橋支店長 
当社企画・人事本部副本部長 
当社コンプライアンス部長 
当社管理本部副本部長 
当社リスク管理部長(現在) 
当社執行役(現在) 
当社管理本部長(現在) 

6

執行役 

第３アドバイ 
ザー本部長 
(兼)投資相談 
担当 

矢 野 正 樹 昭和37年６月13日生

昭和61年４月
平成12年６月 
平成17年５月 
平成17年５月 

  
平成18年５月 

当社入社
当社加古川支店長 
当社執行役(現在) 
当社第３ブロック長(兼)投資相談
担当 
当社第３アドバイザー本部長(兼)
投資相談担当(現在) 

1

計 351 



６ 【業務の状況】 
(1) 受入手数料の内訳 

  

  

(2) トレーディング損益の内訳 
  

  

(3) 自己資本規制比率 
  

(注) 当期の市場リスク相当額の月末平均額は362百万円、月末最大額は744百万円、取引先リスク相当額の月末平均額は936百万

円、月末最大額は1,237百万円であります。 
  

期別 区分 
株券 
(百万円) 

債券
(百万円) 

受益証券
(百万円) 

その他
(百万円) 

計 
(百万円) 

第63期 
(平成16.４～ 
平成17.３) 

委託手数料 11,356 18 6 ― 11,380 

引受け・売出し手数
料 

932 3 ― ― 936 

募集・売出しの取扱
手数料 

2 111 3,335 ― 3,449 

その他の受入手数料 41 6 2,946 127 3,122 

計 12,333 139 6,287 127 18,888 

第64期 
(平成17.４～ 
平成18.３) 

委託手数料 13,183 17 7 ― 13,208 

引受け・売出し手数
料 

1,027 0 ― ― 1,028 

募集・売出しの取扱
手数料 

0 28 5,068 ― 5,097 

その他の受入手数料 50 7 4,178 248 4,484 

計 14,262 53 9,254 248 23,819 

区分 
第63期(平成16.４～平成17.３) 第64期(平成17.４～平成18.３) 

実現損益 
(百万円) 

評価損益
(百万円) 

計
(百万円) 

実現損益
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

計 
(百万円) 

株券等トレーディング損益 835 ― 835 1,398 △0 1,398 

債券等・その他の 
トレーディング損益 

635 4 640 500 △0 499

債券等トレーディング損益 604 7 611 487 1 488 

その他のトレーディング損益 30 △2 28 13 △1 11 

合計 1,470 4 1,475 1,898 △0 1,897 

  
第63期末

(平成17年３月31日現在) 
第64期末 

(平成18年３月31日現在) 

基本的項目  (百万円) (A) 35,160 39,365 

補完的項目 

その他有価証券評価 
差額金(評価益)等 
       (百万円) 

  312 822

証券取引責任準備金等 
       (百万円) 

  195 257

一般貸倒引当金(百万円)   ― 15 

  計  (百万円) (B) 507 1,094 

控除資産        (百万円) (C) 8,297 10,031 

固定化されて 
いない自己資本 

(A)＋(B)－(C) (百万円) (D) 27,370 30,428

リスク相当額 

市場リスク相当額 
       (百万円) 

  137 376

取引先リスク相当額 
       (百万円) 

  739 1,193

基礎的リスク相当額 
       (百万円) 

  3,810 4,062

  計  (百万円) (E) 4,686 5,631 

自己資本規制比率 (D)／(E)×100(％)   584.0 540.3 



(4) 有価証券の売買等業務 

① 有価証券の売買の状況(先物取引を除く) 

最近２事業年度における有価証券の売買の状況(先物取引を除く)は、次のとおりであります。 

イ 株券 

  

  

ロ 債券 

  

  

ハ 受益証券 

  

  

ニ その他 

  

  

＜受託取引の状況＞ 

上記のうち受託取引の状況は次のとおりであります。 

  

  

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円) 

第63期 
(平成16.４～平成17.３) 

2,004,322 947,596 2,951,919

第64期 
(平成17.４～平成18.３) 

2,573,260 1,463,036 4,036,297

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円) 

第63期 
(平成16.４～平成17.３) 

9,250 59,017 68,267

第64期 
(平成17.４～平成18.３) 

8,212 60,212 68,424

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円) 

第63期 
(平成16.４～平成17.３) 

14,133 22,398 36,531

第64期 
(平成17.４～平成18.３) 

22,932 58,518 81,451

期別 

新株引受権証書 
及び新株予約 
権証券 
(百万円) 

外国新株
予約権証券 
(百万円) 

コマーシャル
・ペーパー 
(百万円) 

外国証書
(百万円) 

その他 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

第63期 
(平成16.４～平成17.３) 

― ― ― ― ― ―

第64期 
(平成17.４～平成18.３) 

― ― ― ― ― ―

期別 

新株引受権証書 
及び新株予約 
権証券 
(百万円) 

外国新株
予約権証券 
(百万円) 

コマーシャル
・ペーパー 
(百万円) 

外国証書
(百万円) 

その他 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

第63期 
(平成16.４～平成17.３) 

― ― ― ― ― ―

第64期 
(平成17.４～平成18.３) 

― ― ― ― ― ―



② 証券先物取引等の状況 

最近２事業年度における証券先物取引等の状況は次のとおりであります。 

イ 株券に係る取引 
  

  

ロ 債券に係る取引 
  

  

(5) 有価証券の引受け、売出し業務及び募集、売出し又は私募の取扱い業務 

最近２事業年度における有価証券の引受け、売出し業務及び募集、売出し又は私募の取扱い業務の状況は次のと

おりであります。 

① 株券 
  

  

② 債券 
  

  

期別 
先物取引(百万円) オプション取引(百万円) 

合計 
(百万円) 

受託 自己 受託 自己 

第63期 
(平成16.４～平成17.３) 

1,981 1,594,274 74,792 693,822 2,364,870

第64期 
(平成17.４～平成18.３) 

4,676 4,270,914 150,067 1,452,438 5,878,096

期別 
先物取引(百万円) オプション取引(百万円) 

合計 
(百万円) 

受託 自己 受託 自己 

第63期 
(平成16.４～平成17.３) 

― ― ― ― ―

第64期 
(平成17.４～平成18.３) 

― ― ― ― ―

期別 
引受高
(百万円) 

売出高
(百万円) 

募集の取扱高
(百万円) 

売出しの取扱高 
(百万円) 

私募の取扱高 
(百万円) 

第63期 
(平成16.４～平成17.３) 

20,411 20,758 ― 27 ―

第64期 
(平成17.４～平成18.３) 

17,734 18,303 ― 28 ―

期別 種類 
引受高 
(百万円) 

売出高
(百万円) 

募集の取扱高
(百万円) 

売出しの取扱高 
(百万円) 

私募の取扱高 
(百万円) 

第63期 
(平成16.４ 

～ 
平成17.３) 

国債 2,405 ― 2,405 ― ― 

地方債 ― ― ― ― ― 

特殊債 ― ― 1,476 ― ― 

社債 120 ― 120 ― ― 

外国債券 ― ― ― ― ― 

合計 2,525 ― 4,001 ― ― 

第64期 
(平成17.４ 

～ 
平成18.３) 

国債 1,572 ― 1,572 ― ― 

地方債 ― ― ― ― ― 

特殊債 ― ― ― ― ― 

社債 200 ― 200 ― ― 

外国債券 ― ― ― 3,086 ― 

合計 1,772 ― 1,772 3,086 ― 



③ 受益証券 

  

  

④ その他 

コマーシャル・ペーパー、外国証書及びその他については、該当事項はありません。 

  

(6) その他業務 

最近２事業年度におけるその他業務の状況は次のとおりであります。 

① 有価証券の保護預り業務 

  

  

期別 種類 
引受高 
(百万円) 

売出高
(百万円) 

募集の取扱高
(百万円) 

売出しの取扱高 
(百万円) 

私募の取扱高 
(百万円) 

第63期 
(平成16.４ 

～ 
平成17.３) 

株式 
投信 

単位型 ― ― 6,336 ― ― 

追加型 ― ― 171,506 ― ― 

公社債 
投信 

単位型 ― ― ― ― ― 

追加型 ― ― 413,543 ― ― 

外国投信 ― ― ― ― ― 

合計 ― ― 591,416 ― ― 

第64期 
(平成17.４ 

～ 
平成18.３) 

株式 
投信 

単位型 ― ― 4,758 ― ― 

追加型 ― ― 229,403 ― ― 

公社債 
投信 

単位型 ― ― ― ― ― 

追加型 ― ― 496,825 ― ― 

外国投信 ― ― ― ― ― 

合計 ― ― 730,986 ― ― 

期別 区分 国内有価証券 外国有価証券 

第63期末 
(平成17.３.31現在) 

株券(千株) 753,207 38,254 

債券(百万円) 50,728 44,009 

受益証券
(百万円) 

単位型 4,324   

追加型 

株式 573,016 5,927 

公社債 56,195   

新株予約権証券(個) 1,840 ― 

第64期末 
(平成18.３.31現在) 

株券(千株) 738,011 31,350 

債券(百万円) 48,265 36,215 

受益証券
(百万円) 

単位型 3,911   

追加型 

株式 731,827 5,055 

公社債 53,684   

新株予約権証券(個) ― ― 



② 信用取引に係る融資及び貸証券 

  

  

③ 公社債の払込金の受入れ及び元利金支払並びに証券投資信託受益証券の収益金、償還金及び一部解約金支払の代

理業務 

  

  

④ その他 

該当事項はありません。 

７ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方       

当社では、従来より一貫して経営の意思決定の機動性、透明性、業務執行の迅速性、実効性、さらには、経営業務

執行に対する監督強化を図るため、コーポレート・ガバナンスを経営における最優先課題の一つとしています。 

当社は、平成10年から執行役員制度や社外監査役の導入、平成12年から社外取締役の導入を図ってまいりました

が、商法改正に伴い、平成15年６月から「委員会等設置会社」に移行しました。 

これにより、社外取締役が過半数を占める「指名」、「監査」、「報酬」の３つの委員会と業務執行を担当する執

行役を設置し、経営の機動性・透明性の向上とさらなる業務執行の迅速化と経営の監督機能の強化を図ってまいりま

す。 

当社のコーポレート・ガバナンス改革 

期別 

顧客の委託に基づいて行った融資額とこ
れにより顧客が買付けている証券の数量 

顧客の委託に基づいて行った貸証券の数 
量とこれにより顧客が売付けている代金 

金額(百万円) 数量(千株) 数量(千株) 金額(百万円) 

第63期末 
(平成17.３.31現在) 

29,671 31,398 1,828 1,077

第64期末 
(平成18.３.31現在) 

50,613 48,243 914 997

区分 
第63期 

(平成16.４.１～平成17.３.31) 
第64期 

(平成17.４.１～平成18.３.31) 

債券取扱高(百万円) 24,136 12,487 

受益証券取扱高(百万円) 510,154 631,334 

平成10年４月 

平成10年６月 

執行役員制度の導入により、迅速な意思決定と業務執行 

弁護士の社外監査役導入による監査役会機能の強化 

平成12年５月 

平成12年６月 

平成12年11月 

ＩＲ活動・個人投資家向け、アナリスト等を対象とした決算説明会を年２回実施 

公認会計士の社外取締役導入による取締役会機能の強化 

社外取締役、社外監査役をメンバーとした報酬委員会の設置による明確な業績評

価 

平成13年６月 株主総会の土曜日開催の実施や株主の皆様との懇談会開催 

平成15年６月 委員会等設置会社へ移行 

平成16年３月 内部通報制度の導入、役員退職金制度の廃止 

平成17年１月 情報開示委員会の設置 

平成17年２月 監査委員会直属の監査室の設置 

平成17年６月 内部統制委員会の設置 

平成17年８月 ＢＣＰ策定委員会の設置 

平成17年11月 監査室を代表執行役直属の内部監査部に組織変更 

平成18年１月 社外専門家委員会の設置 

平成18年５月 監査委員会直属の監査委員会室の設置 



(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

   ① 会社の機関の基本説明 

当社は、委員会設置会社であり、各機関の概要は以下のとおりであります。 

取締役会は、社長を含む取締役(兼)執行役５名・取締役１名・社外取締役２名で構成され、経営の意思決定機関と

して法令または定款に定める事項を決議するとともに、経営の基本方針並びに経営業務執行上の重要な事項を決定

あるいは承認し、取締役及び執行役の職務の執行を監督しております。 

執行役会は、執行役16名をもって構成され、会社の戦略、方針に基づき業務の執行の状況を審議し、本部間の総

合調整と意思統一を図ることにより、業務執行の推進を図っております。 

「指名」、「監査」、「報酬」の各委員会は、独立した権限を持っており、指名委員会は、株主総会に議案とし

て提出する取締役の選任及び解任に関する内容を決定し、報酬委員会は、取締役及び執行役の報酬の内容を決定し

ております。 

監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行が適正に行われているかどうかを監視し、経営監督機能の強化に

努めております。また、内部統制に係る整備、調査の充実を図るため、監査委員会を補助する組織として監査委員

会室を設置しております。 

内部統制システムに関する整備の状況は、平成17年６月に内部統制委員会を設置することにより、健全な内部統

制環境の構築に努め、同年11月に監査委員会直属の監査室を代表執行役直属の内部監査部に組織変更し内部監査機

能の充実を図っております。また、平成18年５月には内部統制委員会の権限及び機能強化を図るため、取締役を中

心とした委員構成（取締役（兼）執行役５名、取締役１名及び事務局７名）に変更し、その事務局の従業員も増員

いたしました。更に、内部統制委員会の下部組織としてリスク管理委員会、情報開示委員会、コンプライアンス会

議等を位置付け、活動内容等について内部統制委員会への報告を義務付けることといたしました。平成18年１月に

は当社の経営に関する諸問題について「助言」及び「提案」を行うことを目的とした社外専門家委員会を設置いた

しました。その他当社の業務に関する法令違反等の不祥事を未然に防ぐための「内部通報制度」を導入しておりま

す。 

ＢＣＰ（事業継続計画）につきましては、当初「内部統制委員会」で検討しておりましたが、機動性、実効性を

重視して平成17年８月に「ＢＣＰ策定委員会」を設置し、災害発生時等を想定した事業継続体制の整備に取り組ん

でおります。 

当社は、新日本監査法人と商法監査及び証券取引法監査について、監査契約を締結しております。監査委員は、

会計監査を担当する公認会計士との間において、監査計画の立案・監査報告等の定期的な情報交換を実施すること

により相互の連携を図っております。 



② 会社の機関・内部統制の関係 

  

 
  

③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

当期においての各機関の内容及び内部統制の状況は以下のとおりであります。 

取締役会は、21回開催し、経営の基本方針、前期計算書類、利益処分、定時株主総会招集並びに付議事項、中間

配当、その他経営の重要事項等について決議いたしました。 

執行役会は、22回開催し、取締役会で決定された経営の基本方針に基づき、業務の執行の状況の審議、本部間の

総合調整を図るともに、従業員の人事、組織の変更及び業務執行にかかる諸規程諸規則の改正等を決議いたしまし

た。またこの他に、各種委員会を開催いたしました。 
  
各種委員会の実施状況は以下のとおりであります。 

  

委員会名 人数と構成 開催回数 主な内容 

指名委員会 
取締役(兼)執行役社長１名 

社外取締役２名 
３回 

・取締役の選任の提案 

監査委員会 
取締役１名・社外取締役２名 

事務局 
13回 

・職務の執行を監視 

・経営監督機能の強化 

・内部管理体制の監査 



  

  

(3) 役員報酬の内容 

    当期の役員報酬の内容は以下のとおりであります。 

  

(4) 監査報酬の内容 

   当期の監査報酬の内容は以下のとおりであります。 

  

(5) 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

社外取締役２名は、当社関係会社の出身者ではなく、第４ 提出会社の状況 ５役員の状況(１)取締役の状況に

記載しております所有株式数を除き、資本関係はありません。ただし、社外取締役が所属の法律事務所との顧問契

約を締結しております。 

  

委員会名 人数と構成 開催回数 主な内容 

報酬委員会 
取締役(兼)執行役社長１名 

社外取締役２名 
６回 

・取締役及び執行役の報酬

の決定 

内部統制委員会 

取締役(兼)執行役１名 

取締役１名・執行役３名 

委員２名・事務局 

10回 

・内部統制に関する個別重

要事項の審議 

・内部統制の改善指示等 

コンプライアンス委員会 

（現コンプライアンス会議） 

取締役(兼)執行役１名 

監査委員１名 

担当執行役・事務局 

12回 
・業務執行における法令遵

守の徹底 

リスク管理委員会 

取締役(兼)執行役１名 

監査委員１名 

執行役３名・事務局 

９回 
・当社を取り巻くあらゆる

リスクの検討 

情報開示委員会 
取締役(兼)執行役２名 

執行役２名・事務局 
17回 ・情報開示内容の検討 

  取締役の年間報酬 

(百万円) 

執行役の年間報酬 

(百万円) 

合   計 

  (百万円) 

社  内 ７名 336 12名 337 19名 674 

社  外 ２名 51 ― ― ２名 51 

合   計 ９名 387 12名 337 21名 725 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 23百万円 

顧客資産の分別保管に対する検証業務に係る報酬  4 

東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第一部指定替申請書

類の作成支援業務に係る報酬 
 5 

合     計 33 



(6) 会計監査の状況 

 ① 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数 

(注)１ 継続年数については、７年を超えた場合のみ記載しております。 

  ２ 同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立

ち自主的に業務執行社員の交替制度を導入しており、同法人において策定された交替計画に

基づいて平成19年３月期会計期間をもって交替する予定となっておりましたが、同法人の交

替規程改訂により、前倒しで平成18年３月期会計期間をもって交替する予定となっておりま

す。 

 ② 監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士 ４名  会計士補 ３名  その他 １名 

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名 継続監査年数 

 指定社員 
 業務執行社員 

重 松 孝 司 
新日本監査法人 

15年 

 指定社員 
 業務執行社員 

小 西 幹 男 ― 



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)並びに同規則第46条及び第68条の規定に基づき、「証券会社に関する内閣府令」

(平成10年総理府令・大蔵省令第32号)及び「証券業経理の統一について」(昭和49年11月14日付日本証券業協会理事

会決議)に準拠して作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)並びに同規則第２条の規定に基づき、「証券会社に関する内閣府令」(平成10年総理府

令・大蔵省令第32号)及び「証券業経理の統一について」(昭和49年11月14日付日本証券業協会理事会決議)に準拠し

て作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及

び前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)並びに当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３

月31日まで)及び当事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、新

日本監査法人の監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)               

流動資産               

現金・預金     13,610     13,948   

預託金     4,597     5,074   

トレーディング商品 ※２   999     897   

商品有価証券等   999     897     

約定見返勘定     212     230   

信用取引資産     30,034     51,112   

信用取引貸付金   29,671     50,613     

信用取引借証券担保金   362     499     

有価証券担保貸付金     125     168   

借入有価証券担保金   125     168     

立替金     84     93   

募集等払込金     1,315     1,998   

短期差入保証金     1,900     1,900   

短期貸付金     52     35   

未収収益     766     1,261   

繰延税金資産     695     1,060   

その他の流動資産     113     130   

貸倒引当金     △25     △61   

流動資産計     54,481 86.9   77,849 87.7 

固定資産               

有形固定資産 ※１   4,266     4,562   

建物   1,543     1,810     

器具・備品   962     991     

土地 ※４ 1,759     1,759     

無形固定資産     371     430   

ソフトウェア   362     422     

電話加入権等   8     7     

投資その他の資産     3,549     5,894   

投資有価証券 ※２ 1,931     4,288     

長期貸付金   82     68     

長期差入保証金   1,496     1,508     

繰延税金資産   5     7     

その他   65     47     

貸倒引当金   △32     △25     

固定資産計     8,187 13.1   10,886 12.3 

資産合計     62,669 100.0   88,736 100.0 



  
  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)               

流動負債               

トレーディング商品     2     1   

デリバティブ取引   2     1     

信用取引負債     16,472     33,062   

信用取引借入金 ※２ 15,395     32,065     

信用取引貸証券受入金   1,077     997     

有価証券担保借入金     280     156   

有価証券貸借取引受入金   280     156     

預り金     4,173     5,043   

受入保証金     1,376     1,676   

短期借入金 ※２   580     580   

未払法人税等     1,365     3,877   

賞与引当金     691     1,012   

ポイントサービス引当金     260     380   

その他の流動負債     1,044     1,137   

流動負債計     26,247 41.9   46,928 52.9 

固定負債               

繰延税金負債     31     389   

再評価に係る繰延税金負債 ※４   51     51   

退職給付引当金     471     441   

その他の固定負債     47     48   

固定負債計     601 1.0   931 1.0 

特別法上の準備金               

証券取引責任準備金 ※３   194     256   

特別法上の準備金計     194 0.3   256 0.3 

負債合計     27,044 43.2   48,115 54.2 

(少数株主持分)               

少数株主持分     33 0.0   48 0.1 

(資本の部)               

資本金 ※５   14,548 23.2   14,555 16.4 

資本剰余金     11,290 18.0   11,302 12.7 

利益剰余金     11,926 19.0   16,230 18.3 

土地再評価差額金 ※４   △2,000 △3.2   △2,000 △2.2 

その他有価証券評価差額金     311 0.5   821 0.9 

自己株式 ※６   △485 △0.7   △337 △0.4 

資本合計     35,591 56.8   40,571 45.7 

負債・少数株主持分・ 
資本合計 

    62,669 100.0   88,736 100.0 



② 【連結損益計算書】 

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

営業収益               

受入手数料     19,177     24,481   

委託手数料   11,495     13,370     

引受け・売出し手数料   936     1,028     

募集・売出しの取扱手数料   3,449     5,097     

その他   3,297     4,984     

トレーディング損益     1,475     1,897   

金融収益     564     766   

 その他の営業収益     516     423   

営業収益計     21,734 100.0   27,569 100.0 

金融費用     195 0.9   186 0.7 

純営業収益     21,538 99.1   27,383 99.3 

販売費・一般管理費     16,121 74.2   17,598 63.8 

取引関係費 ※１ 2,421     2,533     

人件費 ※２ 8,628     9,496     

不動産関係費   1,428     1,579     

事務費   2,241     2,370     

減価償却費   461     537     

租税公課   251     252     

貸倒引当金繰入   0     35     

その他   688     792     

営業利益     5,416 24.9   9,784 35.5 

営業外収益 ※３   96 0.4   123 0.5 

営業外費用 ※４   35 0.1   53 0.2 

経常利益     5,477 25.2   9,855 35.8 

特別利益               

固定資産売却益 ※５ 14     ―     

投資有価証券売却益   478     190     

会員権売却益   0     ―     

貸倒引当金戻入   2     0     

特別利益計     495 2.2   190 0.7 

特別損失               

固定資産売却損 ※８ 5     ―     

固定資産除却損 ※６ 51     74     

投資有価証券売却損   43     ―     

投資有価証券評価減   7     56     

出資金清算損   1     ―     

ゴルフ会員権清算損   2     ―     

店舗統廃合費用 ※７ 25     21     

貸倒引当金繰入   0     ―     

証券取引責任準備金繰入   46     61     

電話加入権評価損   65     ―     

減損損失 ※９ 388     ―     

特別損失計     638 2.9   214 0.8 

税金等調整前当期純利益     5,334 24.5   9,831 35.7 

法人税、住民税及び事業税   1,261     4,416     

法人税等調整額   △897 363 1.6 △357 4,058 14.7 

少数株主利益  3 0.0 15 0.1

当期純利益     4,967 22.9   5,757 20.9 



③ 【連結剰余金計算書】 
  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)           

資本剰余金期首残高     11,229   11,290 

資本剰余金増加高           

増資による新株式の発行   52   7   

自己株式処分差益   8 61 5 12 

資本剰余金減少高     ―   ― 

資本剰余金期末残高     11,290   11,302 

(利益剰余金の部)           

利益剰余金期首残高     8,489   11,926 

利益剰余金増加高           

当期純利益   4,967   5,757   

土地再評価差額金取崩額   38 5,006 ― 5,757 

利益剰余金減少高           

  配当金   1,568 1,568 1,453 1,453 

利益剰余金期末残高     11,926   16,230 

   



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

   税金等調整前当期純利益   5,334 9,831 

   減価償却費   461 537 

   トレーディング商品評価損益   6 6 

   賞与引当金の増減額   3 321 

   退職給付引当金の増減額   △15 △30 

   貸倒引当金の増減額   △181 28 

   ポイントサービス引当金の増減額   70 120 

   受取利息及び受取配当金   △82 △84 

   支払利息   9 10 

   連結調整勘定償却額   2 ― 

   会員権売却益   △0 ― 

   減損損失   388 ― 

   電話加入権評価損   65 ― 

   出資金清算損   1 ― 

   投資有価証券売却益   △478 △190 

   投資有価証券売却損   43 ― 

   投資有価証券評価減   7 56 

   固定資産売却益   △14 ― 

   固定資産売却損   5 ― 

   固定資産除却損   68 74 

   ゴルフ会員権清算損   2 ― 

   証券取引責任準備金の増減額   46 61 

   顧客分別信託金の増減額   200 △475 

   預り金及び受入保証金等の増減額   △151 1,169 

   短期貸付金の増減額   △15 16 

   トレーディング商品の増減額   1,509 95 

   信用取引(資産及び負債)の純増減額   △4,404 △4,488 

   募集等払込金の増減額   △163 △683 

   短期差入保証金の増減額   △600 ― 

   その他   191 △546 

    小計   2,308 5,829 



  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

   利息及び配当金の受取額   83 84 

   利息の支払額   △9 △10 

   法人税等の支払額   △6 △2,042 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   2,375 3,861 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

   有形固定資産の取得による支出   △737 △763 

   有形固定資産の売却による収入   157 ― 

   無形固定資産の取得による支出   △157 △184 

   投資有価証券の取得による支出   △55 △1,640 

   投資有価証券の売却による収入   652 284 

   長期貸付による支出   △14 △9 

   長期貸付の回収による収入   23 24 

   その他   ― 0 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △132 △2,289 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

   株式の発行による収入   104 14 

   自己株式の売却による収入   272 157 

   自己株式の取得による支出   △47 △5 

   配当金の支払額   △1,568 △1,453 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △1,239 △1,287 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   3 6 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減(△)額   1,007 291 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   12,551 13,559 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 13,559 13,850 

     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

   子会社４社は全て連結しております。 

   連結子会社の名称は、第１ 企業の概況 ３ 事

業の内容に記載しているため省略しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

   子会社４社は全て連結しております。 

   連結子会社の名称は、第１ 企業の概況 ３ 事

業の内容に記載しているため省略しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

   該当事項はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(同左) 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

   連結子会社の決算日は、いずれも３月31日であ

り、すべて連結決算日に一致しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

(同左) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) トレーディングの目的及び範囲 

    当社グループにおけるトレーディング業務の目

的は、取引所において行う取引については健全な

市場機能の発揮と委託取引の円滑な執行に資する

こと、取引所以外の取引については公正な価格形

成と流通の円滑化を図ることを主目的とし、併せ

て、時価の変動または市場間の格差等を利用して

当社グループが利益を得ること並びに損失を減少

させることを目的としております。 

    当社グループのトレーディングにおける取扱商

品は、取引所取引では上場株式、新株予約権付社

債、株価指数の先物取引やオプション取引、個別

株オプション取引、国債証券の先物取引やオプシ

ョン取引等であり、取引所以外の取引では、株

式、債券、新株予約権証券、選択権付債券売買取

引、為替予約取引等であります。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) トレーディングの目的及び範囲 

(同左) 

 (2) トレーディング商品に属する有価証券等の評価基

準及び評価方法 

    トレーディング商品に属する有価証券及びデリ

バティブ取引等については、時価法を採用してお

ります。 

 (2) トレーディング商品に属する有価証券等の評価基

準及び評価方法 

(同左) 

 (3) トレーディング商品に属さない有価証券等の評価

基準及び評価方法 

    トレーディング商品に属さない有価証券等につ

いては、以下の評価基準及び評価方法を採用して

おります。 

  その他有価証券 

   ① 時価のあるもの 

      連結決算日の市場価格等に基づく時価をも

って連結貸借対照表価額とし、取得原価との

評価差額を全部資本直入する方法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定してお

ります。 

 (3) トレーディング商品に属さない有価証券等の評価

基準及び評価方法 

(同左) 

  

  

 その他有価証券 

   ① 時価のあるもの 

(同左) 



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   ② 時価のないもの 

      移動平均法による原価法によっておりま

す。 

なお、投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資（証券取引法第２条第２

項により有価証券としてみなされるもの）に

ついては、組合契約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方法によっ

ております。 

   ② 時価のないもの 

(同左) 

 (4) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産 

    提出会社及び国内連結子会社においては、定率

法を採用しております。 

    ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)については、定額法を採用

しております。 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

     建物  ：３年～50年 

     器具備品：３年～20年 

    在外連結子会社は、当該国の会計基準の規定に

基づく定額法を採用しております。 

 (4) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産 

           (同左) 

  ② 無形固定資産 

    定額法を採用しております。 

    ただし、ソフトウェア（自社利用分）について

は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。 

  ② 無形固定資産 

(同左) 

 (5) 重要な繰延資産の処理方法 

   新株発行費 

    支払時全額費用処理 

 (5) 重要な繰延資産の処理方法 

(同左) 

 (6) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不

能見込額を計上しております。 

   a) 一般債権 

     貸倒実績率法によっております。 

   b) 貸倒懸念債権及び破産更生債権 

     財務内容評価法によっております。 

 (6) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

(同左) 

  ② 賞与引当金 

    従業員に対する賞与の支払いに備えるため、所

定の計算方法により算出した支払見込額を計上し

ております。 

  ② 賞与引当金 

(同左) 



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ③ 退職給付引当金 

従業員等の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

    過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)によ

る按分額を費用処理しております。 

    数理計算上の差異については、その発生時の従 

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(８年) 

による按分額を翌連結会計年度より費用処理して 

おります。 

   (追加情報) 

当社の人事制度の変更に伴い、平成16年５月１

日に従業員の退職金制度を最終給与比例制からポ

イント制へ変更いたしました。 

なお、退職給付債務及び当連結会計年度の損益

に与える影響額は軽微であります。 

④  ポイントサービス引当金 

    当社の「いちよしポイントサービス」の顧客の

ポイントの利用による費用負担に備えるため、過

去の利用実績率に基づき当連結会計年度末におい

て将来利用されると見込まれる額を計上しており

ます。 

  ③ 退職給付引当金 

従業員等の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

    過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)によ

る按分額を費用処理しております。 

    数理計算上の差異については、その発生時の従 

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(８年) 

による按分額を翌連結会計年度より費用処理して 

おります。 

  

  

  

  

  

  

④  ポイントサービス引当金 

(同左) 

 (7) 重要なリース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、主として、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 (7) 重要なリース取引の処理方法 

(同左) 

 (8) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

    ヘッジ会計は原則として、時価評価されている

ヘッジ手段に係る損益または評価差額をヘッジ対

象に係る損益が認識されるまで資産または負債と

して繰延べる方法によっております。 

なお、金利スワップについては特例処理の要件

を満たしている場合は、特例処理を採用しており

ます。 

 (8) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

(同左) 



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ・ヘッジ手段 

     金利スワップ取引 

   ・ヘッジ対象 

    相場変動等による損失の可能性があり、相場変

動等が評価に反映されていないもの及びキャッシ

ュ・フローが固定され、その変動が回避されるも

の。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(同左) 

 ③ ヘッジ方針 

    社内管理規程に伴い、金利変動リスクをヘッジ

しております。 

  ③ ヘッジ方針 

(同左) 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

    ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変

動額の累計額を比較して有効性を判定しておりま

す。 

    特例処理の要件を満たしている金利スワップに

おいては、有効性の判定は省略しております。 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

(同左) 

 (9) 消費税等の会計処理方法 

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式

によっております。 

 (9) 消費税等の会計処理方法 

(同左) 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

   連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時

価評価法を採用しております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

(同左) 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

   連結調整勘定は、５年間で均等償却しております

が、金額が僅少なものについては発生年度に一括し

て償却しております。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

(同左) 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

   連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分につい

て、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて

作成しております。 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

(同左) 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

   手許現金及び当座預金、普通預金等の随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から

なっております。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

(同左) 



会計処理の変更 

  

  
  

表示方法の変更 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  
（固定資産の減損に係る会計基準） 

 「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31日）が平成16年３月31日に

終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用で

きることになったことに伴い、当連結会計年度から同

会計基準及び同適用指針を適用しております。これに

より税金等調整前当期純利益は388百万円減少しており

ます。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除してお

ります。 

  

―――――― 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）が平成16年６月９日に公布（平成16年12月１

日より適用）されたこと及び「金融商品会計に関する実

務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月

15日に改正されたことに伴い、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資（証券取引法第２条第２項

により有価証券としてみなされるもの）を前連結会計年

度は投資その他の資産の「その他」に含めて表示してお

りましたが、当連結会計年度から「投資有価証券」とし

て表示する方法に変更いたしました。 

 なお、前連結会計年度末の投資その他の資産の「その

他」に含まれる当該金額は483百万円、当連結会計年度

末の投資有価証券に含まれる当該金額は496百万円であ

ります。 

―――――― 



追加情報 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当連結会計年度から「法

人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」（平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法

人事業税の付加価値割及び資本割については、販売

費・一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費・一般管理費が116百万円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

が116百万円減少しております。 

―――――― 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
  

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産より控除した減価償却累計額 

3,649百万円

※１ 有形固定資産より控除した減価償却累計額 

3,823百万円 

※２ 担保資産 
  

 (注) 上記のほか、トレーディング商品を先物為替予

約取引の担保として14百万円、投資有価証券を

先物取引証拠金等の代用として10百万円、信用

取引の自己融資見返り株券を短期借入金に対し

て 289 百万円、信用取引借入金に対して

3,653百万円、先物取引証拠金等の代用として

118百万円、取引所等の信認金、保証金及び清

算基金の代用として80百万円差し入れておりま

す。 

被担保債務 担保に供している資産 

科目 
期末残高 
(百万円) 

トレー 
ディング 
商品 
(百万円) 

投資 
有価証券 
(百万円) 

計 
(百万円) 

短期借入金 580 191 384 576

 金融機関 
 借入金 

430 191 369 561

 証券金融 
 会社 
 借入金 

150 ― 15 15

信用取引 
借入金 

15,395 16 12 29

計 15,975 208 397 606

※２ 担保資産 
  

 (注) 上記のほか、トレーディング商品を先物為替予

約取引の担保として14百万円、投資有価証券を

先物取引証拠金等の代用として19百万円、信用

取引の自己融資見返り株券を短期借入金に対し

て211百万円、信用取引借入金に対して10,691

百万円、先物取引証拠金等の代用として82百万

円、取引所等の信認金、保証金及び清算基金の

代用として520百万円差し入れております。 

被担保債務 担保に供している資産 

科目
期末残高

(百万円) 

トレー

ディング 
商品 
(百万円) 

投資 
有価証券 
(百万円) 

計 
(百万円) 

短期借入金 580 ― 936 936 

 金融機関

 借入金 
430 ― 921 921 

 証券金融

 会社 
 借入金 

150 ― 15 15 

信用取引

借入金 
32,065 ― 28 28 

計 32,645 ― 965 965 

※３ 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

は、以下のとおりであります。 

    証券取引責任準備金 証券取引法第51条 

※３ 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

は、以下のとおりであります。 

          （同左） 

※４ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上

しております。 

   「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評

価に関する法律の一部を改正する法律」第３条第

３項に定める再評価の方法については、土地の再

評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布

政令第119号)第２条第４号に定める地価税法(平

成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の課

税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出する

ために国税庁長官が定めて公表した方法により算

出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な

調整を行って算出する方法を採用しております。

    再評価を行った年月日  平成12年３月31日 

    再評価を行った土地の連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額 

△329百万円

※４ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上

しております。 

   「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評

価に関する法律の一部を改正する法律」第３条第

３項に定める再評価の方法については、土地の再

評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布

政令第119号)第２条第４号に定める地価税法(平

成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の課

税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出する

ために国税庁長官が定めて公表した方法により算

出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な

調整を行って算出する方法を採用しております。 

    再評価を行った年月日  平成12年３月31日 

    再評価を行った土地の連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額 

△363百万円 



  

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

※５ 連結財務諸表提出会社の発行済株式総数 

普通株式 47,986千株

※５ 連結財務諸表提出会社の発行済株式総数 

普通株式 48,036千株

※６ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株

式の数 

普通株式 1,132千株

※６ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株

式の数 

普通株式 755千株

 ７ 有価証券等を差し入れた場合等の時価額 

①信用取引貸証券 1,116百万円

②信用取引借入金本担保証券 15,051 

③貸付有価証券 337 

④長期差入保証金代用有価証券 215 

 ７ 有価証券等を差し入れた場合等の時価額 

①信用取引貸証券 1,103百万円

②信用取引借入金本担保証券 33,176 

③貸付有価証券 600 

④長期差入保証金代用有価証券 229 

 ８ 有価証券等の差入れを受けた場合等の時価額 

  

①信用取引貸付金本担保証券 28,533百万円

②信用取引借証券 356 

③借入有価証券 1,198 

④受入証拠金代用有価証券 119 

⑤受入保証金代用有価証券 34,860 

 ８ 有価証券等の差入れを受けた場合等の時価額 

①信用取引貸付金本担保証券 49,812百万円

②信用取引借証券 518 

③借入有価証券 2,204 

④受入証拠金代用有価証券 61 

⑤受入保証金代用有価証券 49,575 

⑥貸付有価証券に対する担保 

 有価証券 
491 



(連結損益計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 取引関係費には、ポイントサービス引当金繰入

256百万円が含まれております。 

※１ 取引関係費には、ポイントサービス引当金繰入 

289百万円が含まれております。 

※２ 人件費には、賞与引当金繰入691百万円及び退職

給付費用380百万円が含まれております。 

※２ 人件費には、賞与引当金繰入1,012百万円及び退

職給付費用292百万円が含まれております。 

※３ 営業外収益の内訳 

投資有価証券配当金 30百万円

投資事業組合運用利益 28  

団体定期保険配当金 14  

その他 22  

計 96  

※３ 営業外収益の内訳 

投資有価証券配当金 40百万円

投資事業組合運用利益 23  

団体定期保険配当金 15  

その他 44  

計 123  

※４ 営業外費用の内訳 

  

投資事業組合運用損失 22百万円

貸借取引権利処理等手数料 7  

その他 5  

計 35  

※４ 営業外費用の内訳 

  

顧客係争和解金 23百万円

投資事業組合運用損失 14  

貸借取引権利処理等手数料 8  

その他 6  

計 53  

※５ 固定資産売却益は、建物及び土地等の売却益であ

ります。 

※６ 固定資産除却損は、不用器具備品及びホームペー

ジ入替に伴うソフトウェア等の除却であります。

※７ 店舗統廃合費用は、本店分室、高田支店の移転費

用等であります。 

  

※８ 固定資産売却損は、建物の売却損であります。 

※５        ―――――― 

  

※６ 固定資産除却損は、店舗移転及び改装に伴う建物

及び器具備品の除却等であります。 

※７ 店舗統廃合費用は、小豆島支店、加古川支店、伏

見支店、学園前支店及び関係会社１社の本店の移

転費用等であります。 

※８        ―――――― 



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※９ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。 

  
 当社グループのグルーピングは、当社においては

管理会計上で区分した部及び支店をキャッシュ・フ

ローを生み出す最小の単位として捉え、その単位を

基礎にグルーピングを行い、連結子会社において

は、原則として各社を一つの単位としてグルーピン

グを行っております。また、遊休資産については

個々の資産単位で、本店、寮、厚生施設等について

は独立したキャッシュ・フローを生み出さないこと

から共用資産としてグルーピングを行っておりま

す。 

 枚方研修所及び大阪本社（分室）等は、当社本店

を平成12年７月に大阪市中央区から東京都中央区へ

移転したことに伴い、遊休状態となり、今後の使用

見込みがなく、時価が下落しているため、上記の資

産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失388百万円として特別損失に計上いた

しました。 

 なお、上記資産グループの回収可能価額は正味売

却価額により測定し、時価は、枚方研修所及び大阪

本社（分室）については不動産鑑定士による鑑定評

価額から、また、枚方社宅については路線価を基に

した価額から、処分費用見込額を差引いて算定して

おります。 

場 所 
大阪府 

枚方市 

大阪府 

枚方市 

大阪市 

中央区 
計 

用 途 
枚 方 

研修所 

枚 方 

社 宅 

大阪本社

（分室）

  百万円 百万円 百万円 百万円

土 地 77 4 155 237

建 物 122 0 20 143

器具・備品 7 ― 0 7

計 208 4 176 388

※９  

―――――― 
  



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金・預金 13,610百万円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金等 

△157 

MMF 107 

 現金及び現金同等物 残高 13,559 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金・預金 13,948百万円 

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金等 

△204 

MMF 107 

 現金及び現金同等物 残高 13,850 



(リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引は次のとおり

であります。 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引は次のとおり

であります。 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び年度末残高相当額((注)参照) 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び年度末残高相当額((注)参照) 

 
  器具・備品

取得価額相当額 102百万円

減価償却累計額相当額 78  

年度末残高相当額 24  

  
  器具・備品

取得価額相当額 77百万円

減価償却累計額相当額 31  

年度末残高相当額 46  

 (2) 未経過リース料年度末残高相当額((注)参照) 

１年内 12百万円

１年超 12  

計 24  

 (2) 未経過リース料年度末残高相当額((注)参照) 

１年内 12百万円

１年超 34  

計 46  

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 17百万円

減価償却費相当額 17  

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 15百万円

減価償却費相当額 15  

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とした

定額法によっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とした

定額法によっております。 

 (注) 取得価額相当額及び未経過リース料年度末残高

相当額の算定は、有形固定資産の年度末残高等

に占める未経過リース料年度末残高の割合が低

いため、支払利子込み法によっております。 

 (注) 取得価額相当額及び未経過リース料年度末残高

相当額の算定は、有形固定資産の年度末残高等

に占める未経過リース料年度末残高の割合が低

いため、支払利子込み法によっております。 

２ オペレーティング・リース取引は次のとおりであり

ます。 

   未経過リース料 

  

１年内 12百万円

１年超 10  

計 22  

２ オペレーティング・リース取引は次のとおりであり

ます。 

   未経過リース料 

  

１年内 15百万円

１年超 20  

計 35  



(有価証券及びデリバティブ取引の状況) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ トレーディングに係るもの 

(1) トレーディングの状況に関する事項 

① トレーディングの目的及び範囲 

 当社グループにおけるトレーディング業務の目的は、取引所において行う取引については健全な市場機能

の発揮と委託取引の円滑な執行に資すること、取引所以外の取引については公正な価格形成と流通の円滑化

を図る事を主目的とし、併せて、時価の変動または市場間の格差等を利用して当社グループが利益を得るこ

と並びに損失を減少させることを目的としております。 

 当社グループのトレーディングにおける取扱商品は、取引所取引では上場株式、新株予約権付社債、株価

指数の先物取引やオプション取引、個別株オプション取引、国債証券の先物取引やオプション取引等であ

り、取引所以外の取引では、株式、債券、新株予約権証券、選択権付債券売買取引、為替予約取引等であり

ます。 

 当社グループの保有するトレーディングポジションは、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのさまざまな

ニーズに対応するため、主として顧客との取引から発生しております。また、裁定取引やポジションのヘッ

ジ取引等も行っております。 

② トレーディングに係るリスクの内容 

 トレーディング業務に伴って当社グループの財務状況に影響を与えるリスクとしては、市場リスクと信用

リスクがあります。市場リスクは、トレーディングの結果発生したポジションの価値が、株券・金利・為替

等の相場変動によって増減することから発生するリスクであります。また、信用リスクは、取引相手先が契

約を履行できなくなる場合に発生するリスクであります。 

③ トレーディングに係るリスク管理体制 

 当社グループのリスク管理の基本は、財務状況及び外部環境等に合わせてリスクを適切にコントロールす

ることにあります。そのため、当社グループは提出会社の取締役会において運用の基本方針を定め、リスク

管理に関する具体的方針ついては、リスク管理委員会に諮問して策定しております。また、リスク管理委員

会においては、財務状況等の変化に応じて適宜、リスク管理に関する具体的方針を見直しております。 

トレーディング部門では、その運用の基本方針等に沿った社内規程に基づき、取引を行う各部門毎及び各

商品毎にポジション運用枠などを設けた上で、運用環境、当社財務状況等を勘案し、リスク管理委員会にお

いて運用枠等の見直しを図りつつトレーディング業務を行っております。 

さらに、売買を執行する部署から独立したリスク管理担当部署において、市場リスク、信用リスクに対す

る日常的なモニターを行い、日々当社グループの経営陣及び関連部署に報告しております。 

  

(2) 商品有価証券等(売買目的有価証券)の時価 

  

  

種類 

前連結会計年度
(平成17年３月31日現在) 

資産(百万円) 負債(百万円) 

連結貸借対照表
計上額 

損益に含まれた
評価差額 

連結貸借対照表
計上額 

損益に含まれた
評価差額 

株券 ― ― ― ― 

債券 892 7 ― ― 

受益証券 107 ― ― ― 

合計 999 7 ― ― 



(3) デリバティブ取引の契約額等及び時価 

  

(注) 時価の算定方法 
為替予約取引……先物為替相場によっております。 

  

２ トレーディングに係るもの以外 

その他有価証券の時価等 

(1) 時価のあるもの 

  

  

(2) 時価のないもの 

その他有価証券 

  

(注) 前連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価減７百万円を計上しております。 

  

(3) 前連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

  

次へ 

種類 

前連結会計年度
(平成17年３月31日現在) 

資産(百万円) 負債(百万円) 

契約額等 
契約額等
のうち 
１年超 

時価 評価損益 契約額等
契約額等
のうち 
１年超 

時価 評価損益

為替予約取引 61 ― 60 △0 432 ― 435 △2 

合計 61 ― 60 △0 432 ― 435 △2 

区分 

前連結会計年度
(平成17年３月31日現在) 

取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
差額(百万円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得価額を超えるもの 

 

 ① 株券 148 624 475 

 ② 受益証券 120 158 38 

小計 268 783 514 

連結貸借対照表計上額が 
取得価額を超えないもの 

 

 ① 株券 59 45 △14 

小計 59 45 △14 

合計 328 828 499 

区分 

前連結会計年度
(平成17年３月31日現在) 

連結貸借対照表計上額(百万円) 

① 非上場株式(注)     606 

② 
投資事業有限責任組合及び
それに類する組合への出資 

  496

合計     1,102 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

602 478 43 



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ トレーディングに係るもの 

(1) トレーディングの状況に関する事項 

① トレーディングの目的及び範囲 

 当社グループにおけるトレーディング業務の目的は、取引所において行う取引については健全な市場機能

の発揮と委託取引の円滑な執行に資すること、取引所以外の取引については公正な価格形成と流通の円滑化

を図ることを主目的とし、併せて、時価の変動または市場間の格差等を利用して当社グループが利益を得る

こと並びに損失を減少させることを目的としております。 

 当社グループのトレーディングにおける取扱商品は、取引所取引では上場株式、新株予約権付社債、株価

指数の先物取引やオプション取引、個別株オプション取引、国債証券の先物取引やオプション取引等であ

り、取引所以外の取引では、株式、債券、新株予約権証券、選択権付債券売買取引、為替予約取引等であり

ます。 

 当社グループの保有するトレーディングポジションは、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのさまざまな

ニーズに対応するため、主として顧客との取引から発生しております。また、裁定取引やポジションのヘッ

ジ取引等も行っております。 

② トレーディングに係るリスクの内容 

 トレーディング業務に伴って当社グループの財務状況に影響を与えるリスクとしては、市場リスクと信用

リスクがあります。市場リスクは、トレーディングの結果発生したポジションの価値が、株券・金利・為替

等の相場変動によって増減することから発生するリスクであります。また、信用リスクは、取引相手先が契

約を履行できなくなる場合に発生するリスクであります。 

③ トレーディングに係るリスク管理体制 

 当社グループのリスク管理の基本は、財務状況及び外部環境等に合わせてリスクを適切にコントロールす

ることにあります。そのため、当社グループは提出会社の取締役会において運用の基本方針を定め、リスク

管理に関する具体的方針ついては、リスク管理委員会に諮問して策定しております。また、リスク管理委員

会においては、財務状況等の変化に応じて適宜、リスク管理に関する具体的方針を見直しております。 

トレーディング部門では、その運用の基本方針等に沿った社内規程に基づき、取引を行う各部門毎及び各

商品毎にポジション運用枠などを設けた上で、運用環境、当社財務状況等を勘案し、リスク管理委員会にお

いて運用枠等の見直しを図りつつトレーディング業務を行っております。 

さらに、売買を執行する部署から独立したリスク管理担当部署において、市場リスク、信用リスクに対す

る日常的なモニターを行い、日々当社グループの経営陣及び関連部署に報告しております。 

  

(2) 商品有価証券等(売買目的有価証券)の時価 

  

  

種類 

当連結会計年度
(平成18年３月31日現在) 

資産(百万円) 負債(百万円) 

連結貸借対照表
計上額 

損益に含まれた
評価差額 

連結貸借対照表
計上額 

損益に含まれた
評価差額 

 ① 株券 0 △0 ― ― 

 ② 債券 790 1 ― ― 

 ③ 受益証券 107 ― ― ― 

合計 897 1 ― ― 



(3) デリバティブ取引の契約額等及び時価 

  

(注) 時価の算定方法 
為替予約取引……先物為替相場によっております。 

  

２ トレーディングに係るもの以外 

その他有価証券の時価等 

(1) 時価のあるもの 

  

  

(2) 時価のないもの 

その他有価証券 

  

(注)１ 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価減56百万円を計上しております。 

  

(3) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

  

次へ 

種類 

当連結会計年度
(平成18年３月31日現在) 

資産(百万円) 負債(百万円) 

契約額等 
契約額等
のうち 
１年超 

時価 評価損益 契約額等
契約額等
のうち 
１年超 

時価 評価損益

為替予約取引 8 ― 8 △0 244 ― 246 △1 

合計 8 ― 8 △0 244 ― 246 △1 

区分 

当連結会計年度
(平成18年３月31日現在) 

取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
差額(百万円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得価額を超えるもの 

 

 ① 株券 1,357 2,610 1,252 

 ② 受益証券 120 206 86 

小計 1,477 2,816 1,339 

連結貸借対照表計上額が 
取得価額を超えないもの 

― ― ― 

小計 ― ― ― 

合計 1,477 2,816 1,339 

区分 

当連結会計年度
(平成18年３月31日現在) 

連結貸借対照表計上額(百万円) 

① 非上場株式(注)     550 

② 
投資事業有限責任組合及び
それに類する組合への出資 

  922

合計     1,472 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

211 190 ― 



(退職給付関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  提出会社及び連結子会社は、主に確定給付型の制度

として、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退

職一時金制度を設けております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  提出会社及び連結子会社は、主に確定給付型の制度

として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設け

ております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

(注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。 

①退職給付債務 3,805百万円

 (内訳)  

②未認識数理計算上の差異 127 

③未認識過去勤務債務 41 

④年金資産 3,165 

⑤退職給付引当金 471 

２ 退職給付債務に関する事項 

(注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。 

①退職給付債務 3,933百万円

 (内訳)  

②未認識数理計算上の差異 △371 

③未認識過去勤務債務 30 

④年金資産 3,832 

⑤退職給付引当金 441 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 309百万円

②利息費用 71 

③期待運用収益 △57 

④数理計算上の差異の費用処理額 46 

⑤過去勤務債務の費用処理額 10 

⑥退職給付費用 380 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 230百万円

②利息費用 74 

③期待運用収益 △63 

④数理計算上の差異の費用処理額 40 

⑤過去勤務債務の費用処理額 10 

⑥退職給付費用 292 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による按分額を費用処理する方法) 

   (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による按分額を費用処理する方法。 

   ただし、翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。) 

(注)  提出会社及び連結子会社が加入しております日

本証券業厚生年金基金（以下基金という。）は、総

合設立型基金であるため、上記の計算の基礎に掲げ

る数値については、基金に関するものを含んでおり

ません。 なお、「退職給付に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会 平成10年６月

16日）注解（注12）に従い、基金への拠出額（77百

万円）を退職給付費用として処理しております。 

① 退職給付見込額の期間配分方法  

   期間定額基準  

② 割引率 2.00％

③ 期待運用収益率 2.00％

④ 過去勤務債務の額の処理年数 ５年

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 ８年

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による按分額を費用処理する方法) 

   (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による按分額を費用処理する方法。 

   ただし、翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。) 

         ―――――― 

① 退職給付見込額の期間配分方法  

   期間定額基準  

② 割引率 2.00％

③ 期待運用収益率 2.00％

④ 過去勤務債務の額の処理年数 ５年

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 ８年



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（追加情報） 

日本証券業厚生年金基金は、平成17年３月25日に

厚生労働大臣より基金解散の認可を受け、今後は清

算業務に入ります。 

なお、上記に伴う当連結会計年度の損益に与える

影響はありません。 

ご参考 

平成17年２月末時点での掛金納付割合による

基金の年金資産に占める持分相当額は8,954百

万円であります。 

―――――― 



(税効果会計関係) 

  

  

前連結会計年度 (平成17年３月31日) 当連結会計年度 (平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

(1) 流動資産   

 ①繰延税金資産   

   繰越欠損金 15百万円

   賞与引当金損金不算入額 281 

   賞与引当金に対する社会
   保険料相当額 

36 

   事業税付加価値割及び資
   本割 

47 

   事業税所得割 90 

   役員退職金未払額損金算
   入否認 

132 

   ポイントサービス引当金
   損金不算入額 

105 

   貸倒引当金損金算入否認 8 

   その他 53 

   計 771 

  評価性引当額 △76 

  繰延税金資産合計 695 

    

(2) 固定資産   

 ①繰延税金資産   

   繰越欠損金 120百万円

   投資有価証券評価減否認 84 

   退職給付引当金損金不算
   入額 

153 

   減価償却費限度超過額 80 

   証券取引責任準備金損金
   不算入額 

79 

   ゴルフ会員権評価減否認 139 

   貸倒引当金損金算入否認 13 

   電話加入権評価損否認 26 

   固定資産減損損失否認 74 

   その他 85 

   計 856 

  評価性引当額 △668 

  繰延税金資産合計 188 

    

 ②繰延税金負債   

   その他有価証券評価差額金 △213百万円

  繰延税金負債合計 △213 

    

  繰延税金負債の純額 △25 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

(1) 流動資産   

 ①繰延税金資産   

   賞与引当金損金不算入額 412百万円

  賞与引当金に対する社会
   保険料相当額 

49 

  事業税付加価値割及び資
   本割 

33 

   事業税所得割 263 

  役員退職金未払額損金算
   入否認 

101 

  ポイントサービス引当金
   損金不算入額 

154 

   貸倒引当金損金算入否認 22 

   その他 57 

   計 1,094 

  評価性引当額 △34 

  繰延税金資産合計 1,060 

  

  
  

(2) 固定資産   

 ①繰延税金資産   

   繰越欠損金 59百万円

   投資有価証券評価減否認 107 

  退職給付引当金損金不算
   入額 

148 

   減価償却費限度超過額 72 

  証券取引責任準備金損金
   不算入額 

104 

   ゴルフ会員権評価減否認 139 

   貸倒引当金損金算入否認 10 

   電話加入権評価損否認 26 

   固定資産減損損失否認 73 

   その他 72 

   計 814 

  評価性引当額 △633 

  繰延税金資産合計 180 

    

 ②繰延税金負債   

   その他有価証券評価差額金 △563百万円

  繰延税金負債合計 △563 

    

  繰延税金負債の純額 △382 

    



  

  

前へ     

前連結会計年度 (平成17年３月31日) 当連結会計年度 (平成18年３月31日) 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

  

法定実効税率 40.69％ 

（調整）   

   交際費等永久に損金にされ 
   ない項目 

3.81 

   受取配当金等永久に益金に 
   されない項目 

 △0.11 

   法人税特別控除額  △0.72 

   住民税等均等割 0.57 

   繰越欠損金 △24.89 

   評価性引当額による影響
   額等 

△12.54 

   税効果会計適用後の法人税 
   等の負担率 

6.81 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略しております。 

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

全セグメントの営業収益の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「投資・金融サー

ビス業」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

全セグメントの営業収益の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「投資・金融サー

ビス業」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

【海外売上高(営業収益)】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

海外営業収益が連結営業収益の10％未満であるので、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

海外営業収益が連結営業収益の10％未満であるので、記載を省略しております。 

  



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  １ 親会社及び法人主要株主等 

        該当事項はありません。 

  

 ２ 役員及び個人主要株主等 

(取引条件及び取引条件の決定方針等) 

(注) ストックオプションの行使により、自己株式の譲渡及び新株式を発行したものであります。 

なお、当該ストックオプションは、平成13年６月23日及び平成14年６月22日開催の定時株主総会の特別決議並びに平成15年

２月12日開催の取締役会の決議により付与されたものであります。 

  

３ 子会社等 

       該当事項はありません。 

  

４ 兄弟会社等 

       該当事項はありません。 

  

  
  
属性 会社等 

の名称 

  
  
住所 
  
  

資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

  
議決権等

の被所有

割合(％)

関係内容 
取引の

内容 

 

取引 
金額 
(百万円)

  

  
  
科目 
  
  

期末 
残高 
(百万円) 役員の

兼任等 
事業上

の関係 

  
役 
  
員 
  
及 
  
び 
  
近 
  
親 
  
者 

  

  

武樋政司 ― ― 
当社取締役 
(兼)代表執 
行役社長 

直接 
0.24 ― ― 資本取引

(注) 
5 ― ― 

野口 猛 ― ― 
当社取締役 
(兼)執行役 
常務 

直接 
0.06 ― ― 資本取引

(注)  
10 ― ― 

上屋敷 徹 ― ― 当社上席 
執行役 

直接 
0.14 ― ― 資本取引

(注)  
11 ― ― 

原田満宏 ― ― 当社上席 
執行役 

直接 
0.06 ― ― 資本取引

(注)  
11 ― ― 

田名網信孝 ― ― 当社上席 
執行役 

直接 
0.04 ― ― 資本取引

(注)  
4 ― ― 

廣玉輝士 ― ― 当社執行役 
直接 
0.02 ― ― 資本取引

(注)  
4 ― ― 

坂上辰雄 ― ― 当社執行役 
直接 
0.07 ― ― 資本取引

(注)  
9 ― ― 

畑中久人 ― ― 当社執行役 
直接 
0.06 ― ― 資本取引

(注)  
9 ― ― 

亀井勝彦 ― ― 当社執行役 
直接 
0.06 ― ― 資本取引

(注)  
4 ― ― 

山崎泰明 ― ― 当社執行役 
直接 
0.05 ― ― 資本取引

(注)  
6 ― ― 



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  １ 親会社及び法人主要株主等 

        該当事項はありません。 

  

 ２ 役員及び個人主要株主等 

(取引条件及び取引条件の決定方針等) 

(注) ストックオプションの行使により、自己株式を譲渡したものであります。 

なお、当該ストックオプションは、平成13年６月23日開催の定時株主総会の特別決議により付与されたものであります。 

  

３ 子会社等 

       該当事項はありません。 

  

４ 兄弟会社等 

       該当事項はありません。 

  
  
属性 会社等 

の名称 

  
  
住所 
  
  

資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

  
議決権等

の被所有

割合(％)

関係内容 
取引の

内容 

 

取引 
金額 
(百万円)

  

  
  
科目 
  
  

期末 
残高 
(百万円) 役員の

兼任等 
事業上

の関係 

  
役 
  
員 
  
及 
  
び 
  
近 
  
親 
  
者 

  

  

不破利之 ― ― 
当社取締役 
(兼)執行役 
常務 

直接 
0.11 ― ― 資本取引

(注)  
10 ― ― 

野口 猛 ― ― 当社取締役 
直接 
0.15 ― ― 資本取引

(注)  
19 ― ― 

渡邊啓司 ― ― 

当社取締役 
監査法人 
トーマツ 
代表社員 

直接 
0.14 ― ― 資本取引

(注)  
23 ― ― 

田名網信孝 ― ― 当社執行役 
常務 

直接 
0.12 ― ― 資本取引

(注)  
16 ― ― 

上屋敷 徹 ― ― 当社上席 
執行役 

直接 
0.19 ― ― 資本取引

(注)  
9 ― ― 

原田満宏 ― ― 当社上席 
執行役 

直接 
0.11 ― ― 資本取引

(注)  
9 ― ― 

廣玉輝士 ― ― 当社執行役 
直接 
0.09 ― ― 資本取引

(注)  
12 ― ― 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 759.64円 １株当たり純資産額 858.11円

１株当たり当期純利益 107.14円 １株当たり当期純利益 122.64円

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
105.14円

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
120.75円

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 4,967 5,757 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 4,967 5,757 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式の期中平均株式数(千株) 46,365 46,943 

当期純利益調整額(百万円) ― ― 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

算定に用いられた普通株式増加数の主要

な内訳(千株) 

   

 新株予約権 152 70 

自己株式譲渡方式によるストックオプ

ション 
728 661 

普通株式増加数(千株) 880 732 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

――――― ――――― 



(重要な後発事象) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社の子会社である株式会社いちよし経済研究所がＩＲ活動支援コンサルティング部門であるＩＲ室を分離独立

させ、新たに子会社を設立することに伴い、平成18年４月28日開催の当社取締役会において、当社が全額出資する

ことを決議いたしました。 

新たに設立する会社の概要は下記のとおりであります。 

  

  

  

１．目  的 
株式会社いちよし経済研究所からのＩＲ活動支援コンサルティング部
門であるＩＲ室の分離独立 

２．会社の名称 株式会社いちよしＩＲ研究所 

３．事業内容 ＩＲ活動支援コンサルティング業務他 

４．規  模 資本金100百万円 従業員10名程度 

５．設立の時期 平成18年７月３日（予定） 

６．取得する株式の数 2,000株 

７. 取得価額 100百万円 

８．取得後の持分比率 100％ 



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

該当事項はありません。 

  

  

【借入金等明細表】 

  

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

  

(2) 【その他】 

   前連結会計年度（自 平成16年４月１日  至 平成17年３月31日） 

    当社は、平成17年６月17日付で、金融庁長官より下記のとおりの行政処分を受けました。 

    １ 処分の対象となった事実 

     証券取引法第43条第２号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第８号に規定する「投資信

託受益証券の乗換えを勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っ

ていない状況」に該当する業務を営む行為。 

  

    ２ 処分の内容 

     ・業務改善命令 

     (1) 内部管理体制の充実・強化を図るとともに、責任の所在の明確化を図ること。 

(2) 法令違反の根絶に向けた「再発防止策」（投資信託の勧誘及び販売体制の見直しを含む。）を策定し、

役職員に周知徹底すること。 

(3) 全役職員に対し法令遵守意識の徹底を図る観点から、実効ある方策を講じること。 

  

当連結会計年度（自 平成17年４月１日  至 平成18年３月31日） 

    該当事項はありません。 

区分 
前連結会計 
年度末残高 
(百万円) 

当連結会計
年度末残高 
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 580 580 1.27 ― 



  

２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
第63期

(平成17年３月31日) 
第64期 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)               

流動資産               

現金・預金     12,823     11,920   

預託金     4,593     5,074   

トレーディング商品 ※２   892     790   

商品有価証券等   892     790     

約定見返勘定     212     230   

信用取引資産     30,034     51,112   

信用取引貸付金   29,671     50,613     

信用取引借証券担保金   362     499     

有価証券担保貸付金     125     168   

借入有価証券担保金   125     168     

立替金     80     92   

募集等払込金     1,315     1,998   

短期差入保証金     1,900     1,900   

短期貸付金     52     35   

前払金     14     25   

前払費用     57     52   

未収入金     39     39   

未収収益     708     1,130   

繰延税金資産     684     1,045   

貸倒引当金     △25     △59   

流動資産計     53,509 85.8   75,557 85.8 

固定資産               

有形固定資産 ※１   3,849     4,146   

建物   1,449     1,717     

器具・備品   950     979     

土地 ※９ 1,450     1,450     

無形固定資産     371     429   

ソフトウェア   362     422     

電話加入権   8     7     



  

  

  
第63期

(平成17年３月31日) 
第64期 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

投資その他の資産     4,619    7,950  

投資有価証券 ※２ 1,929     4,287     

関係会社株式   937     1,937     

出資金   1     1     

社内長期貸付金   82     68     

関係会社長期貸付金   115     100     

長期差入保証金   1,530     1,538     

長期前払費用   30     26     

その他   23     16     

貸倒引当金   △32     △25     

固定資産計     8,841 14.2   12,527 14.2 

資産合計     62,350 100.0   88,085 100.0 

(負債の部)               

流動負債               

トレーディング商品     2     1   

デリバティブ取引   2     1     

信用取引負債     16,472     33,062   

信用取引借入金 ※２ 15,395     32,065     

信用取引貸証券受入金   1,077     997     

有価証券担保借入金     280     156   

有価証券貸借取引受入金   280     156     

預り金     4,166     5,039   

受入保証金     1,376     1,676   

有価証券等受入未了勘定     1     ―   

短期借入金 ※２   580     580   

前受収益     3     5   

未払金     631     718   

未払費用     322     315   

未払法人税等 ※３   1,343     3,837   

賞与引当金     660     950   

ポイントサービス引当金     260     380   

流動負債計     26,101 41.9   46,724 53.1 



  
  

第63期
(平成17年３月31日) 

第64期 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

固定負債               

繰延税金負債     31     389   

再評価に係る繰延税金負債 ※９   51     51   

退職給付引当金     451     426   

その他の固定負債     47     48   

固定負債計     582 0.9   916 1.0 

特別法上の準備金               

証券取引責任準備金 ※４   194     256   

特別法上の準備金計     194 0.3   256 0.3 

負債合計     26,878 43.1   47,897 54.4 

(資本の部)               

資本金 ※６   14,548 23.3   14,555 16.5 

資本剰余金               

資本準備金     3,676     3,683   

その他資本剰余金     7,614     7,619   

資本準備金減少差益   7,585     7,585     

自己株式処分差益   28     33     

資本剰余金合計     11,290 18.1   11,302 12.8 

利益剰余金               

任意積立金     7,000     7,000   

別途積立金   7,000     7,000     

当期未処分利益     4,807     8,846   

利益剰余金合計     11,807 19.0   15,846 18.0 

土地再評価差額金 ※９   △2,000 △3.2   △2,000 △2.3 

その他有価証券評価差額金     311 0.5   821 1.0 

自己株式 ※７   △485 △0.8   △337 △0.4 

資本合計     35,472 56.9   40,187 45.6 

負債・資本合計     62,350 100.0   88,085 100.0 



② 【損益計算書】 

  

  
第63期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第64期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

営業収益               

受入手数料     18,888     23,819   

委託手数料   11,380     13,208     

引受け・売出し手数料   936     1,028     

募集・売出しの取扱手数料   3,449     5,097     

その他   3,122     4,484     

トレーディング損益 ※１   1,475     1,897   

金融収益 ※２   566     768   

営業収益計     20,930 100.0   26,485 100.0 

金融費用 ※10   195 0.9   186 0.7 

純営業収益     20,734 99.1   26,299 99.3 

販売費・一般管理費     15,426 73.7   16,838 63.6 

取引関係費 ※３ 2,374     2,486     

人件費 ※４ 8,047     8,852     

不動産関係費 ※５ 1,435     1,580     

事務費 ※６ 2,269     2,416     

減価償却費 ※７ 442     523     

租税公課 ※８ 221     210     

貸倒引当金繰入   ―     34     

その他 ※９ 634     734     

営業利益     5,307 25.4   9,460 35.7 

営業外収益     91 0.4   120 0.5 

雑益 ※11 91     120     

営業外費用     35 0.2   52 0.2 

雑損 ※12 35     52     

経常利益     5,363 25.6   9,527 36.0 

特別利益               

固定資産売却益 ※13 11     ―     

投資有価証券売却益   478     190     

貸倒引当金戻入   2     0     

特別利益計     492 2.4   190 0.7 

特別損失               

固定資産除却損 ※14 51     73     

投資有価証券売却損   43     ―     

投資有価証券評価減   7     56     

関係会社株式評価減   171     ―     

出資金清算損   1     ―     

ゴルフ会員権清算損   2     ―     

店舗統廃合費用 ※15 25     17     

貸倒引当金繰入   0     ―     

証券取引責任準備金繰入   46     61     

電話加入権評価損   63     ―     

減損損失 ※16 388     ―     

特別損失計     802 3.9   208 0.8 

税引前当期純利益     5,053 24.1   9,509 35.9 

法人税、住民税及び事業税   1,237     4,369     

法人税等調整額   △894 342 1.6 △352 4,016 15.2 

当期純利益     4,711 22.5   5,492 20.7 

前期繰越利益 

土地再評価差額金取崩額 
    

708 

38 
    

4,057 

― 
  

中間配当額     651     704   

当期未処分利益     4,807     8,846   



③ 【利益処分計算書】 

  

  
(注)１ 第63期配当金は、１株につき16円であります。 

    平成16年11月22日に651百万円（１株につき14円）の中間配当を実施しております。 

２ 第64期配当金は、１株につき85円であります。 

     内訳（１株につき、普通配当 30円 設立55周年記念配当 55円） 

平成17年11月22日に704百万円（１株につき15円）の中間配当を実施しております。 

  

取締役会決議年月日 
第63期

平成17年５月20日 
第64期 

平成18年５月19日 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(当期未処分利益の処分)           

当期未処分利益     4,807   8,846 

利益処分額           

 配当金   749 749 4,018 4,018 

次期繰越利益     4,057   4,827 

(その他資本剰余金の処分)           

その他資本剰余金           

 資本準備金減少差益   7,585   7,585   

 自己株式処分差益   28 7,614 33 7,619 

その他資本剰余金処分額     ―   ― 

その他資本剰余金次期繰越額           

 資本準備金減少差益   7,585   7,585   

 自己株式処分差益   28 7,614 33 7,619 

      



重要な会計方針 

  

  

第63期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第64期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ トレーディングの目的及び範囲 

   当社におけるトレーディング業務の目的は、取引

所において行う取引については健全な市場機能の発

揮と委託取引の円滑な執行に資すること、取引所以

外の取引については公正な価格形成と流通の円滑化

を図ることを主目的とし、併せて、時価の変動また

は市場間の格差等を利用して当社が利益を得ること

並びに損失を減少させることを目的としておりま

す。 

   当社のトレーディングにおける取扱商品は、取引

所取引では上場株式、新株予約権付社債、株価指数

の先物取引やオプション取引、個別株オプション取

引、国債証券の先物取引やオプション取引等であ

り、取引所以外の取引では、株式、債券、新株予約

権証券、選択権付債券売買取引、為替予約取引等で

あります。 

１ トレーディングの目的及び範囲 

(同左) 

２ トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準

及び評価方法 

   トレーディング商品に属する有価証券及びデリバ

ティブ取引等については、時価法を採用しておりま

す。 

２ トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準

及び評価方法 

(同左) 

３ トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基

準及び評価方法 

   トレーディング商品に属さない有価証券等につい

ては、以下の評価基準及び評価方法を採用しており

ます。 

３ トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基

準及び評価方法 

(同左) 

  (1) 子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法によっております。 

  (1) 子会社株式及び関連会社株式 

(同左) 

  (2) その他有価証券 

   ① 時価のあるもの 

      決算日の市場価格等に基づく時価をもって

貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額

を全部資本直入する方法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定しております。 

  (2) その他有価証券 

   ① 時価のあるもの 

(同左) 

   ② 時価のないもの 

      移動平均法による原価法によっておりま

す。 

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類

する組合への出資（証券取引法第２条第２項

により有価証券としてみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方法によってお

ります。 

   ② 時価のないもの 
(同左) 



  

  

第63期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第64期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 固定資産の減価償却の方法 

  (1) 有形固定資産 

    定率法を採用しております。 

    ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)については、定額法を採用

しております。 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

     建  物：３年～50年 

     器具備品：３年～20年 

４ 固定資産の減価償却の方法 

  (1) 有形固定資産 

           (同左) 

  (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 

    定額法を採用しております。 

    なお、ソフトウェア(自社利用分)については、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

によっております。 

  (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 

(同左) 

５ 繰延資産の処理方法 

   新株発行費 

    支払時全額費用処理 

５ 繰延資産の処理方法 

(同左) 

６ 引当金及び準備金の計上基準 

  (1) 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不

能見込額を計上しております。 

     ① 一般債権 

        貸倒実績率法によっております。 

６ 引当金及び準備金の計上基準 

  (1) 貸倒引当金 

(同左) 

     ② 貸倒懸念債権及び破産更生債権 

        財務内容評価法によっております。 

  

  (2) 賞与引当金 

    従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当

社所定の計算方法により算出した支払見込額を計

上しております。 

  (2) 賞与引当金 

(同左) 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。 

過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)によ

る按分額を費用処理しております。 

    数理計算上の差異については、その発生時の従 

   業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(８年) 

   による按分額を翌期より費用処理しております。 

   (追加情報) 

当社の人事制度の変更に伴い、平成16年５月１

日に従業員の退職金制度を最終給与比例制からポ

イント制へ変更いたしました。 

なお、退職給付債務及び当期の損益に与える影

響額は軽微であります。 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。 

過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)によ

る按分額を費用処理しております。 

    数理計算上の差異については、その発生時の従 

   業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(８年) 

   による按分額を翌期より費用処理しております。 

  

  



  

  

第63期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第64期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(4) ポイントサービス引当金 

    「いちよしポイントサービス」の顧客のポイン

トの利用による費用負担に備えるため、過去の利

用実績率に基づき当期末において将来利用される

と見込まれる額を計上しております。 

(4) ポイントサービス引当金 

(同左) 

(5) 証券取引責任準備金 

    証券事故による損失に備えるため、証券取引法

第51条及び「証券会社に関する内閣府令」第35条

に定めるところにより算出した額を計上しており

ます。 

(5) 証券取引責任準備金 

(同左) 

７ リース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

７ リース取引の処理方法 

(同左) 

８ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

    ヘッジ会計は原則として、時価評価されている

ヘッジ手段に係る損益または評価差額をヘッジ対

象に係る損益が認識されるまで資産または負債と

して繰延べる方法によっております。 

    なお、金利スワップについては特例処理の要件

を満たしている場合は、特例処理を採用しており

ます。 

８ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

(同左) 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ①ヘッジ手段 

     金利スワップ取引 

    ②ヘッジ対象 

      相場変動等による損失の可能性があり、相場

変動等が評価に反映されていないもの及びキャ

ッシュ・フローが固定され、その変動が回避さ

れるもの。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

(同左) 

(3) ヘッジ方針 

 社内管理規程に従い、金利変動リスクをヘッジ

しております。 

(3) ヘッジ方針 

(同左) 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変

動額の累計額を比較して有効性を判定しておりま

す。 

特例処理の要件を満たしている金利スワップに

おいては、有効性の判定は省略しております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

(同左) 

９ 消費税等の会計処理方法 

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式

によっております。 

９ 消費税等の会計処理方法 

(同左) 



  
会計処理の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

  

第63期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第64期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

 「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31日）が平成16年３月31日に

終了する事業年度に係る財務諸表から適用できること

になったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び

同適用指針を適用しております。これにより税引前当

期純利益は388百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

―――――― 

第63期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第64期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）が平成16年６月９日に公布（平成16年12月１

日より適用）されたこと及び「金融商品会計に関する実

務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月

15日に改正されたことに伴い、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資（証券取引法第２条第２項

により有価証券としてみなされるもの）を前事業年度は

「出資金」に含めて表示しておりましたが、当事業年度

から「投資有価証券」として表示する方法に変更いたし

ました。 

 なお、前事業年度末の出資金に含まれる当該金額は

483百万円、当事業年度末の投資有価証券に含まれる当

該金額は496百万円であります。 

―――――― 



追加情報 

  

  

第63期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第64期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  
「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（平成16年２月13日企業

会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事

業税の付加価値割及び資本割については、販売費・一

般管理費に計上しております。 

この結果、販売費・一般管理費が114百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が114百万円

減少しております。 

―――――― 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

第63期 
(平成17年３月31日) 

第64期
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産から控除した減価償却累計額は

3,432百万円であります。 

※１ 有形固定資産から控除した減価償却累計額は

3,596百万円であります。 

※２ 担保に供している資産は次のとおりであります。 

  

(注) 上記のほか、トレーディング商品を先物為替予

約取引の担保として14百万円、投資有価証券を

先物取引証拠金等の代用として10百万円、信用

取引の自己融資見返り株券を短期借入金に対し

て289百万円、信用取引借入金に対して3,653百

万円及び先物取引証拠金等の代用として118百

万円、取引所等の信認金、保証金及び清算基金

の代用として80百万円差し入れております。 

被担保債務 担保に供している資産 

科目 
期末残高 
(百万円) 

トレー 
ディング 
商品 
(百万円) 

投資 
有価証券 
(百万円) 

計 
(百万円) 

短期借入金 580 191 384 576

 金融機関 
 借入金 

430 191 369 561

 証券金融 
 会社 
 借入金 

150 ― 15 15

信用取引 
借入金 

15,395 16 12 29

計 15,975 208 397 606

※２ 担保に供している資産は次のとおりであります。 

  

(注) 上記のほか、トレーディング商品を先物為替予

約取引の担保として14百万円、投資有価証券を

先物取引証拠金等の代用として19百万円、信用

取引の自己融資見返り株券を短期借入金に対し

て211百万円、信用取引借入金に対して10,691百

万円、先物取引証拠金等の代用として82百万

円、取引所等の信認金、保証金及び清算基金の

代用として520百万円差し入れております。 

被担保債務 担保に供している資産 

科目
期末残高

(百万円) 

トレー

ディング 
商品 
(百万円) 

投資 
有価証券 
(百万円) 

計 
(百万円) 

短期借入金 580 ― 936 936 

 金融機関

 借入金 
430 ― 921 921 

 証券金融

 会社 
 借入金 

150 ― 15 15 

信用取引

借入金 
32,065 ― 28 28 

計 32,645 ― 965 965 

※３ 未払法人税等は、下記の諸税金の未納額でありま

す。 

法人税 809百万円

法人住民税 198 

法人事業税 332 

臨時特別企業税 3 

計 1,343 

※３ 未払法人税等は、下記の諸税金の未納額でありま

す。 

法人税 2,568百万円

法人住民税 545 

法人事業税 724 

計 3,837 

※４ 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は

次のとおりであります。 

   証券取引責任準備金 証券取引法第51条 

※４ 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は

次のとおりであります。 

(同左) 

 ５ 偶発債務 

   関係会社の一吉国際(香港)有限公司の証券取引に

関連して発生する債務77百万円に対して、債務保証

(極度枠ＵＳ＄1,000万)を行っております。 

 ５ 偶発債務 

   関係会社の一吉国際(香港)有限公司の証券取引に

関連して発生する債務に対して、債務保証(極度枠

ＵＳ＄1,000万)を行っております。 

  なお、当事業年度末の債務保証残高はありません。 



  

  

第63期 
(平成17年３月31日) 

第64期
(平成18年３月31日) 

※６ 会社が発行する株式の総数 

   ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、会社が発行する株式について、これに相

当する株式数を減ずることになっております。 

発行済株式総数 

普通株式 168,159千株

普通株式 47,986千株

※６ 会社が発行する株式の総数 

   ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、会社が発行する株式について、これに相

当する株式数を減ずることになっております。 

発行済株式総数 

普通株式 168,159千株

普通株式 48,036千株

※７ 自己株式の保有数 

普通株式 1,132千株

※７ 自己株式の保有数 

普通株式 755千株

 ８ 配当可能利益からの控除額 

   有価証券の時価評価により、純資産額が311百万

円増加しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されており

ます。 

 ８ 配当可能利益からの控除額 

   有価証券の時価評価により、純資産額が817百万

円増加しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されており

ます。 

※９ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上して

おります。 

   「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評

価に関する法律の一部を改正する法律」第３条第３

項に定める再評価の方法については、土地の再評価

に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第

119号)第２条第４号に定める地価税法(平成３年法

律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計

算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁

長官が定めて公表した方法により算出した価額に基

づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出

する方法を採用しております。 

  再評価を行った年月日     平成12年３月31日 

  再評価を行った土地の期末における時価と再評価後 

の帳簿価額との差額 △329百万円

※９ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上して

おります。 

   「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評

価に関する法律の一部を改正する法律」第３条第３

項に定める再評価の方法については、土地の再評価

に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第

119号)第２条第４号に定める地価税法(平成３年法

律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計

算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁

長官が定めて公表した方法により算出した価額に基

づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出

する方法を採用しております。 

  再評価を行った年月日     平成12年３月31日 

  再評価を行った土地の期末における時価と再評価後 

の帳簿価額との差額 △363百万円

 10 有価証券等を差し入れた場合等の時価額 

①信用取引貸証券 1,116百万円

②信用取引借入金本担保証券 15,051 

③貸付有価証券 337 

④長期差入保証金代用有価証券 215 

 10 有価証券等を差し入れた場合等の時価額 

①信用取引貸証券 1,103百万円

②信用取引借入金本担保証券 33,176 

③貸付有価証券 600 

④長期差入保証金代用有価証券 229 

 11 有価証券等の差入れを受けた場合等の時価額 

①信用取引貸付金本担保証券 28,533百万円

②信用取引借証券 356 

③借入有価証券 1,198 

④受入証拠金代用有価証券 119 

⑤受入保証金代用有価証券 34,860 

 11 有価証券等の差入れを受けた場合等の時価額 

①信用取引貸付金本担保証券 49,812百万円

②信用取引借証券 518 

③借入有価証券 2,204 

④受入証拠金代用有価証券 61 

⑤受入保証金代用有価証券 49,575 

⑥貸付有価証券に対する担保 

有価証券 
491 



(損益計算書関係) 

  

  

第63期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第64期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ トレーディング損益の内訳 

  

  実現損益 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

計 
(百万円) 

株券等トレーディング
損益 835 ― 835

債券等・その他の 
トレーディング損益 635 4 640

債券等トレーディン
グ損益 604 7 611

その他のトレーディ
ング損益 30 △2 28

計 1,470 4 1,475

※１ トレーディング損益の内訳 

  

実現損益
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

計 
(百万円) 

株券等トレーディング
損益 1,398 △0 1,398

債券等・その他の
トレーディング損益 500 △0 499

債券等トレーディン
グ損益 487 1 488

その他のトレーディ
ング損益 13 △1 11

計 1,898 △0 1,897

※２ 金融収益の内訳 

信用取引受取利息・品貸料 486百万円

受取配当金 0  

受取債券利子 33  

受取利息 6  

その他 39  

計 566  

※２ 金融収益の内訳 

  

信用取引受取利息・品貸料 725百万円

受取配当金 0  

受取債券利子 25  

受取利息 5  

その他 11  

計 768  

※３ 取引関係費の内訳 

  

支払手数料 533百万円

取引所・協会費 202  

通信・運送費 536  

旅費・交通費 248  

広告宣伝費 428  

交際費 168  

ポイントサービス引当金繰入 256  

計 2,374  

※３ 取引関係費の内訳 

  

支払手数料 518百万円

取引所・協会費 209  

通信・運送費 565  

旅費・交通費 307  

広告宣伝費 391  

交際費 204  

ポイントサービス引当金繰入 289  

計 2,486  

※４ 人件費の内訳 

  

役員報酬・従業員給料 5,682百万円

歩合外務員給料 258  

福利厚生費 907  

賞与引当金繰入 660  

退職給付費用 357  

その他 181  

計 8,047  

※４ 人件費の内訳 

  

役員報酬・従業員給料 6,125百万円

歩合外務員給料 307  

福利厚生費 1,014  

賞与引当金繰入 950  

退職給付費用 277  

その他 177  

計 8,852  



  

  

第63期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第64期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※５ 不動産関係費の内訳 

  

不動産費 998百万円

器具・備品費 436  

計 1,435  

※５ 不動産関係費の内訳 

  

不動産費 1,055百万円

器具・備品費 525  

計 1,580  

※６ 事務費の内訳 

  

事務委託費 2,173百万円

事務用品費 96  

計 2,269  

※６ 事務費の内訳 

  

事務委託費 2,295百万円

事務用品費 121  

計 2,416  

※７ 減価償却費の内訳 

  

有形固定資産 269百万円

無形固定資産 157  

投資その他の資産 15  

計 442  

※７ 減価償却費の内訳 

  

有形固定資産 381百万円

無形固定資産 125  

投資その他の資産 16  

計 523  

※８ 租税公課の内訳 

  

事業税付加価値割及び資本割 114百万円

事業所税 16  

固定資産税及び自動車税 30  

印紙税 24  

その他 36  

計 221  

※８ 租税公課の内訳 

  

事業税付加価値割及び資本割 136百万円

事業所税 17  

固定資産税及び自動車税 32  

印紙税 8  

その他 17  

計 210  

※９ その他の内訳 

  

図書費 28百万円

営業資料費 307  

水道光熱費 79  

諸会費 10  

その他 208  

計 634  

※９ その他の内訳 

  

図書費 40百万円

営業資料費 354  

水道光熱費 78  

諸会費 12  

その他 249  

計 734  

※10 金融費用の内訳 

信用取引支払利息・品借料 157百万円

支払利息 9  

その他 28  

計 195  

※10 金融費用の内訳 

信用取引支払利息・品借料 165百万円

支払利息 10  

その他 10  

計 186  

※11 雑益の内訳 

  

投資有価証券配当金 30百万円

投資事業組合運用利益 28  

団体定期保険配当金 14  

その他 17  

計 91  

※11 雑益の内訳 

  

投資有価証券配当金 40百万円

投資事業組合運用利益 23  

団体定期保険配当金 15  

その他 41  

計 120  

※12 雑損の内訳 

投資事業組合運用損失 22百万円

貸借取引権利処理等手数料 7  

その他 5  

計 35  

※12 雑損の内訳 

顧客係争和解金 23百万円

投資事業組合運用損失 14  

貸借取引権利処理等手数料 8  

その他 6  

計 52  



  
第63期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第64期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※13 固定資産売却益は、建物及び土地等の売却益であ

ります。 

※14 固定資産除却損は、不用器具備品及びホームペー

ジ入替に伴うソフトウェア等の除却であります。 

※15 店舗統廃合費用は、本店分室、高田支店の移転費

用等であります。 

※13        ―――――― 

  

※14 固定資産除却損は、店舗移転及び改装に伴う建物

及び器具備品の除却等であります。 

※15 店舗統廃合費用は、小豆島支店、加古川支店、伏

見支店及び学園前支店の移転費用等であります。 



    

  

次へ 

第63期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第64期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※16 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。 

  
 当社のグルーピングは、管理会計上で区分した部

及び支店をキャッシュ・フローを生み出す最小の単

位として捉え、その単位を基礎にグルーピングを行

っております。また、遊休資産については個々の資

産単位で、本店、寮、厚生施設等については独立し

たキャッシュ・フローを生み出さないことから共用

資産としてグルーピングを行っております。 

 枚方研修所及び大阪本社（分室）等は、当社本店

を平成12年７月に大阪市中央区から東京都中央区へ

移転したことに伴い、遊休状態となり、今後の使用

見込みがなく、時価が下落しているため、上記の資

産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失388百万円として特別損失に計上いた

しました。 

 なお、上記資産グループの回収可能価額は正味売

却価額により測定し、時価は、枚方研修所及び大阪

本社（分室）については不動産鑑定士による鑑定評

価額から、また、枚方社宅については路線価を基に

した価額から、処分費用見込額を差引いて算定して

おります。 

場 所 
大阪府 

枚方市 

大阪府 

枚方市 

大阪市 

中央区 
計 

用 途 
枚 方 

研修所 

枚 方 

社 宅 

大阪本社 

（分室） 

  百万円 百万円 百万円 百万円

土 地 77 4 155 237

建 物 122 0 20 143

器具・備品 7 ― 0 7

計 208 4 176 388

※16  

         ―――――― 



(リース取引関係) 

  

  

第63期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第64期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引は次のとおり

であります。 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引は次のとおり

であります。 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額((注)参照) 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額((注)参照) 

 
  器具・備品

取得価額相当額 102百万円

減価償却累計額相当額 78  

期末残高相当額 24  

 
  器具・備品

取得価額相当額 77百万円

減価償却累計額相当額 31  

期末残高相当額 46  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額((注)参照) 

１年内 12百万円

１年超 12  

計 24  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額((注)参照) 

１年内 12百万円

１年超 34  

計 46  

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 17百万円

減価償却費相当額 17  

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 15百万円

減価償却費相当額 15  

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とした

定額法によっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とした

定額法によっております。 

 (注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相

当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に占

める未経過リース料期末残高の割合が低いた

め、支払利子込み法によっております。 

 (注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相

当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に占

める未経過リース料期末残高の割合が低いた

め、支払利子込み法によっております。 

２ オペレーティング・リース取引は次のとおりであり

ます。 

   未経過リース料 

１年内 3百万円

１年超 7  

計 10  

    

２ オペレーティング・リース取引は次のとおりであり

ます。 

   未経過リース料 

１年内 3百万円

１年超 4  

計 7  

    



(有価証券関係) 

第63期(平成17年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

第64期(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

(税効果会計関係) 

  

  

第63期 (平成17年３月31日) 第64期 (平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

(1) 流動資産  

 ①繰延税金資産  

   賞与引当金損金不算入額 268百万円 
   賞与引当金に対する社会
   保険料相当額 

34 

   事業税付加価値割及び資
   本割 

46 

   事業税所得割 88 
   役員退職金未払額損金算
   入否認 

132 

   ポイントサービス引当金
   損金不算入額 

105 

   貸倒引当金損金算入否認 8 

   その他 53 

   計 738 

  評価性引当額 △53 

  繰延税金資産合計 684 

    

(2) 固定資産   

 ①繰延税金資産   

   投資有価証券評価減否認 83百万円 

   関係会社株式評価減否認 69 
   退職給付引当金損金不算
   入額 

153 

   減価償却費限度超過額 80 
   証券取引責任準備金損金
   不算入額 

79 

   ゴルフ会員権評価減否認 139 

   貸倒引当金損金算入否認 13 

   電話加入権評価損否認 25 

   固定資産減損損失否認 74 

   その他 77 

   計 796 

  評価性引当額 △614 

  繰延税金資産合計 182 

    

 ②繰延税金負債   

   その他有価証券評価差額金 △213百万円 

  繰延税金負債合計 △213 

    

  繰延税金負債の純額 △31 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

(1) 流動資産  

 ①繰延税金資産  

   賞与引当金損金不算入額 386百万円 
  賞与引当金に対する社会
   保険料相当額 

46 

  事業税付加価値割及び資
   本割 

32 

   事業税所得割 260 
  役員退職金未払額損金算
   入否認 

101 

  ポイントサービス引当金
   損金不算入額 

154 

   貸倒引当金損金算入否認 22 

   その他 57 

   計 1,061 

  評価性引当額 △16 

  繰延税金資産合計 1,045 

    

(2) 固定資産   

 ①繰延税金資産   

   投資有価証券評価減否認 106百万円 

   関係会社株式評価減否認 69 
  退職給付引当金損金不算
   入額 

148 

   減価償却費限度超過額 72 
  証券取引責任準備金損金
   不算入額 

104 

   ゴルフ会員権評価減否認 139 

   貸倒引当金損金算入否認 10 

   電話加入権評価損否認 25 

   固定資産減損損失否認 73 

   その他 66 

   計 817 

  評価性引当額 △643 

  繰延税金資産合計 173 

    

 ②繰延税金負債   

   その他有価証券評価差額金 △563百万円 

  繰延税金負債合計 △563 

    

  繰延税金負債の純額 △389 



  

  

次へ 

第63期 (平成17年３月31日) 第64期 (平成18年３月31日) 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.69％ 

（調整）   

   交際費等永久に損金にされ 
   ない項目 

3.96 

   受取配当金等永久に益金に 
   されない項目 

 △0.11 

   法人税特別控除額等  △0.76 

   住民税等均等割 0.57 

   繰越欠損金 △25.80 

   評価性引当額による影響
   額等 

△11.77 

   税効果会計適用後の法人税 
   等の負担率 

6.78 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略しております。 

  



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

第63期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第64期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 757.09円 １株当たり純資産額 849.98円

１株当たり当期純利益 101.62円 １株当たり当期純利益 117.00円

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
99.72円

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
115.20円

項目 
第63期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第64期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

損益計算書上の当期純利益(百万円) 4,711 5,492

普通株式に係る当期純利益(百万円) 4,711 5,492

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 46,365 46,943

当期純利益調整額(百万円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

の算定に用いられた普通株式増加数の

主要な内訳(千株) 

  

 新株予約権 152 70

自己株式譲渡方式によるストックオ

プション 
728 661

普通株式増加数(千株) 880 732

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

――――― ――――― 



(重要な後発事象) 

第63期(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

第64期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社の子会社である株式会社いちよし経済研究所がＩＲ活動支援コンサルティング部門であるＩＲ室を分離独立

させ、新たに子会社を設立することに伴い、平成18年４月28日開催の当社取締役会において、当社が全額出資する

ことを決議いたしました。 

新たに設立する会社の概要は下記のとおりであります。 

  

  

前へ     

１．目  的 
株式会社いちよし経済研究所からのＩＲ活動支援コンサルティング部
門であるＩＲ室の分離独立 

２．会社の名称 株式会社いちよしＩＲ研究所 

３．事業内容 ＩＲ活動支援コンサルティング業務他 

４．規  模 資本金100百万円 従業員10名程度 

５．設立の時期 平成18年７月３日（予定） 

６．取得する株式の数 2,000株 

７. 取得価額 100百万円 

８．取得後の持分比率 100％ 



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

【債券】 

  

  

【その他】 

  

  

銘柄 
株式数 

(株) 
貸借対照表計上額(百万円)

トレーディン

グ商品 

売買目的有価証券 

  

（１銘柄） 1 0 

小計 1 0 

投資有価証券 

  

その他有価証券 

  

日本アジア投資 1,087,000 1,010 

長野計器 299,200 549 

    大阪証券取引所 300 438 

    日本証券金融 115,780 181 

    石井表記 36,000 81 

    ラック 300 67 

    だいこう証券ビジネス 20,700 57 

    ナ・デックス 33,000 50 

    明光商会 26,400 50 

    大利根ＣＣ 2 44 

    その他(85銘柄) 1,208,712 628 

    小計 2,827,394 3,158 

計 2,827,395 3,159 

銘柄
券面総額
(百万円) 

貸借対照表計上額(百万円)

トレーディン

グ商品 

売買目的有価証券 国債(80銘柄) 292 293 

  地方債(10銘柄) 45 46 

    特殊債(３銘柄) 119 120 

    社債(８銘柄) 194 195 

    外貨建債券(37銘柄) ― 135 

    小計 ― 790 

計 ― 790 

種類及び銘柄 
投資口数等
(口) 

貸借対照表計上額(百万円)

投資有価証券 
  
  
  

その他有価証券 
  
  
  

(証券投資信託の受益証券)
メルキオ ジャパン アブソリュ
ート ファンド 

12,000 206

小計 12,000 206 

    

(投資事業有限責任組合及び
  それに類する組合への出資) 

次世代経営者応援基金2005 
  

20.0 

 
  
200 

その他(14銘柄) 53.5 722 

小計 73.5 922 

計 ― 1,128 



【有形固定資産等明細表】 

  

（注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

建   物   店舗移転、改装費用（16店舗）         397百万円 
        入退室管理システム導入             55 〃 
器具・備品   店舗移転、改装に伴う備品購入（16店舗）     98 〃 
        営業支援ツール（ＴＭＡＰ－Ｓ）用サーバー購入  31 〃 
        テレビ会議システム導入             30 〃 
ソフトウェア  マーケットトレーダーシステム更新        33 〃 
        営業支援ツール（ＴＭＡＰ－Ｓ）システム更新   32 〃 

２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。 

建   物   店舗移転、改装に伴う除却（16店舗）      190百万円 
器具・備品   店舗移転、改装に伴う除却（16店舗）       85 〃 
  
  
  

  

資産の種類 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

当期末減価
償却累計額
又は償却 
累計額 
(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末
残高 
(百万円) 

有形固定資産               

 建物 3,658 478 190 3,945 2,228 147 1,717 

 器具・備品 2,173 273 99 2,347 1,368 233 979 

 土地 1,450 ― ― 1,450 ― ― 1,450 

有形固定資産計 7,282 751 290 7,743 3,596 381 4,146

無形固定資産               

 ソフトウェア 666 184 ― 850 428 124 422 

 電話加入権 28 0 ― 28 21 1 7 

 その他無形固定資産 0 ― ― 0 0 ― ―

無形固定資産計 695 184 ― 879 449 125 429

長期前払費用 85 12 1 97 70 16 26 



【資本金等明細表】 
  

(注) １ 当期末における自己株式の数は、755,725株であります。 

２ 当期増加額は従業員のストックオプション（新株予約権）の権利行使によるものであります。 

３ 当期増加額は役員及び従業員のストックオプション権利行使等による自己株式の処分によるものであります。 

  

【引当金明細表】 

  

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、貸倒懸念債権等に対する引当の戻入であります。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(百万円) (注２) 14,548 7 ― 14,555 

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式(注１、２) (株) (47,986,086) (50,000) (―) （48,036,086)

普通株式(注２) (百万円) 14,548 7 ― 14,555 

計 (株) (47,986,086) (50,000) (―) (48,036,086)

計 (百万円) 14,548 7 ― 14,555 

資本準備金及び 
その他資本 
剰余金 

(資本準備金) 
株式払込剰余金 
(注２) 

(百万円) 3,676 7 ― 3,683

(その他資本剰余金)
資本準備金減少差益 (百万円) 7,585

― ― 
7,585

自己株式処分差益 
(注３) 

  28 5 ― 33

計 (百万円) 11,290 12 ― 11,302 

利益準備金 
及び 
任意積立金 

(利益準備金) (百万円) ― ― ― ― 

(任意積立金) 
別途積立金 

(百万円) 7,000 ― ― 7,000

計 (百万円) 7,000 ― ― 7,000 

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額
(百万円) 

当期減少額
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金   (注) 57 36 6 1 85 

賞与引当金 660 950 660 ― 950 

ポイントサービス引当金 260 289 169 ― 380 

証券取引責任準備金 194 76 14 ― 256 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

平成18年３月末日現在における主な資産・負債の内容は次のとおりであります。 

なお、附属明細表において記載した項目については省略しております。 

① 資産の部 

イ 現金及び預金 

  

  

ロ 預託金 

  

  

ハ 信用取引資産 

  

(注) １ 顧客の信用取引に係る株券の買付代金相当額 

２ 貸借取引により証券金融会社に差し入れている借証券の担保金 

  

区分 金額(百万円) 

現金 584 

預金   

当座預金 409 

普通預金 10,740 

定期預金 10 

別段預金 0 

郵便貯金 68 

その他 107 

小計 11,336 

合計 11,920 

区分 金額(百万円) 

顧客分別金信託 4,860 

その他の預け金 214 

計 5,074 

区分 金額(百万円) 

信用取引貸付金              (注１) 50,613 

信用取引借証券担保金           (注２) 499 

計 51,112 



② 負債の部 

イ 信用取引負債 

  

(注) １ 貸借取引による証券金融会社からの借入金 

２ 顧客の信用取引に係る株券の売付代金相当額 

  

ロ 預り金 

  

(注) 代理事務業務に付随して発生する一時的な預り金、源泉所得税預り金等 

  

区分 金額(百万円) 

信用取引借入金              (注１) 32,065 

信用取引貸証券受入金           (注２) 997 

計 33,062 

区分 金額(百万円) 

顧客からの預り金 2,502 

その他の預り金                            (注) 2,536 

計 5,039 



(3) 【その他】 

第63期（自 平成16年４月１日  至 平成17年３月31日） 

    当社は、平成17年６月17日付で、金融庁長官より下記のとおりの行政処分を受けました。 

    １ 処分の対象となった事実 

     証券取引法第43条第２号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第８号に規定する「投資信

託受益証券の乗換えを勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っ

ていない状況」に該当する業務を営む行為。 

  

    ２ 処分の内容 

     ・業務改善命令 

     (1) 内部管理体制の充実・強化を図るとともに、責任の所在の明確化を図ること。 

(2) 法令違反の根絶に向けた「再発防止策」（投資信託の勧誘及び販売体制の見直しを含む。）を策定し、

役職員に周知徹底すること。 

(3) 全役職員に対し法令遵守意識の徹底を図る観点から、実効ある方策を講じること。 

  

   第64期（自 平成17年４月１日  至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注)１ 基準日３月31日は利益配当受領権者の確定日であります。 
２ 決算公告につきましては、当社のホームページ上に貸借対照表及び損益計算書を掲載しております。 

     （ホームページアドレス http://www.ichiyoshi.co.jp/gaiyou/disclosure.html） 
    なお、会社法施行後においては、会社法第440条第４項の規定により決算公告は行いません。 

  

決算期 ３月31日 

定時株主総会 ６月中 

基準日(注１) ３月31日 

株券の種類 
100株券 500株券 1,000株券 5,000株券 10,000株券及び100株未満の株数を表示した

株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え   

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 １枚につき200円 

株式失効の手続き   

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店 

  申請登録料 10,000円 株券１枚につき500円 

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店 

  買取手数料 無料 

単元未満株式の売渡請求   

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店 

  売渡請求手数料 無料 

公告掲載方法(注２) 日本経済新聞に掲載する。 

株主に対する特典 なし 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度 第63期(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)平成17年６月28日関東財務局長に提出 

  

(2) 半期報告書 

  事業年度 第64期中(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)平成17年12月21日関東財務局長に提出 

  

(3) 臨時報告書 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（提出会社の代表執行役の異動）の規定に基づく臨時報告

書を平成17年５月31日に関東財務局長に提出 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 

  

  



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月25日

いちよし証券株式会社 

取締役会 御中 

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているい

ちよし証券株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監

査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、い

ちよし証券株式会社及び連結子会社の平成１７年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の減損に係る会計基準を適用してい

る。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  重  松  孝  司  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  小  西  幹  男  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月24日

いちよし証券株式会社 

取締役会 御中 

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているい

ちよし証券株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監

査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、い

ちよし証券株式会社及び連結子会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  重  松  孝  司  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  小  西  幹  男  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月25日

いちよし証券株式会社 

取締役会 御中 

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているい

ちよし証券株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、いちよ

し証券株式会社の平成１７年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  以 上 
  

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  重  松  孝  司  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  小  西  幹  男  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月24日

いちよし証券株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているい

ちよし証券株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、いちよ

し証券株式会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  以 上 
  

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  重  松  孝  司  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  小  西  幹  男  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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